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令和２年第１回会津坂下町議会定例会会議録 

  

令和２年２月１９日から令和２年３月４日まで第１回定例会が町役場議場に招集された。 

 

令和２年２月２５日 午前１０時００分 

 

１．応招議員（１６名） 

1 番 物 江 政 博 2 番 赤 城 大 地 3 番 横 山 智 代 

4 番 渡 部 正 司 5 番 小 畑 博 司 6 番 佐 藤 宗 太 

7 番 山 口  享  8 番 三 橋  薫 9 番 青 木 美貴子 

10 番 五十嵐 正 康 11 番 渡 部 順 子 12 番 五十嵐 一 夫 

13 番 水 野 孝 一 14 番 酒 井 育 子 15 番 猪 俣 恒 雄 

      

 

２．不応招議員（０名） 

16 番 古 川 庄 平   

３．出席議員は応招議員と同じ。 

 

４．欠席議員は不応招議員と同じ。 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

議会事務局長 佐 藤 仁 一 議事調査係長 佐 藤 潤 一 

書    記 蓮 沼 英 樹   

 

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名 

町 長 齋 藤 文 英 副 町 長  日 下  亮 

教 育 長  鈴 木 茂 雄 会計管理者  若 林 勝 治 

総 務 課 長  大 島 光 昭 政策財務課長 荒 井 敏 之 

生 活 課 長  村 山 隆 之 建 設 課 長  板 橋 正 良 

産 業 課 長  五十嵐 吉 雄 教 育 課 長  青 木 睦 昭 

子ども課長  佐 藤 美千代 監 査 委 員  仙 波 利 郎 
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◎開議の宣告 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

皆さんおはようございます。 

本日、16 番、古川議長が公務のため欠席の届出が出されておりますので、地方自治法

第 106 条第 1 項の規定によりまして、私、副議長の猪俣でありますが、本日、議長の職

を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

ただいまの出席議員は 15 名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。                   （開会 午前 10 時 00 分） 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

本日の議事日程はお手元にお配りした議事日程（第 2 号）のとおりであります。 

 

◎会議録署名議員の指名 

◎副議長（猪俣恒雄君）  

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員として、9 番、青木美貴子君、10 番、五十嵐正康君のお二人を指名い

たします。 

 

◎一般質問 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

日程第 2、これより一般質問を行います。 

まず、議会を代表しての質問として、通告により、10 番、五十嵐正康君、登壇願いま

す。 

◎10 番(五十嵐正康君)  

議長、10 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

10 番、五十嵐正康君。 

◎10 番(五十嵐正康君) (登壇) 

皆さんおはようございます。10 番、五十嵐正康であります。今回は議会代表質問とい

うことでございまして、議会を代表する質問をさせていただきます。 

世間は、ニュースを見ますとコロナウイルスのニュースが日に日に大きく報道される

ようになり、本当に日本全国どこで発生してもおかしくないというような状況になって

きたのではないかなというふうに思います。 

ちょっとした病気というふうに最初考えていたことでございましたが、この病気が世

界的に大きな経済的なダメージを与えるということがあらわになり、本当に自分のとこ

だけがいいというような状況ではないというようなこと、本当に 10 年、20 年前のこと

を考えますと世の中本当に様変わりしたと、状況が、世界情勢が変わってきたと言わざ

るを得ないというふうに思います。 
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そんな中で、わが町を見てみますと、非常に昨年度から財政困難というようなことが

住民の間でもささやかれるようになりまして、今回はそのことについて、重点を置いて

質問をさせていただきたいというふうに思います。今、会津坂下町は財政危機であると

言われております。ただ、見方を変えると、財政は大変ではありますが、財政崩壊とい

う危機的なものではないという見方もございます。 

財政危機と申しますと、我々の脳裏に浮かぶのは北海道夕張市の平成 19 年 3 月 6 日を

もって財政再建団体に指定されたという大事件であります。いわゆる地方公共団体の破

産であります。財政危機と聞くと我々みな夕張を思い出すわけでありますが、夕張市が

財政再建団体に指定されたのは、炭鉱の閉鎖による産炭地域振興臨時措置法の失効と急

激な人口の減少、急激な経済環境の変動により、出納整理期間を悪用した違法な決算操

作、いわゆる闇起債や北海道拓殖銀行の破綻とバブル崩壊後の道内不況が相まってどう

にもこうにも太刀打ちができなくなったというのが現状だったところでございます。 

それに輪をかけて夕張観光開発公社などの関連する三つの第三セクターの大きな負債

が重くのしかかってきたわけでございます。昭和 35 年には夕張市は 11 万 6,800 人の人

口がございましたが、破綻した平成 19 年には 1 万 2,300 人まで激減しており、現在は

8,000 人ほどの人口しかございません。このような行政環境の急激な変動を経験したの

は、後にも先にも日本では夕張市だけでございます。 

会津坂下町はそれらと比較すればまだまだ健全なほうだというふうに判断してよろし

いかと思います。 

ただ、健全と申しましても問題は多々ございます。それは一つには財政調整基金の積

み立ての少なさと独自財源の確保の問題でございます。わが町の財政の悪化を招いた原

因は何だったのでございましょうか。これから 5 年でわが町の借金の、起債の償還のピ

ークがくると言われておりますが、それらを見ると多くが学校適正配置にかかわる財政

措置の起債だったように思います。 

では、それらの借金をしたのは間違いだったのでありましょうか。多くは当時の竹内

町長時代に行われたものでありました。ただし、議会も含め皆子どもたちのための最善

の方策として判断した結果であったはずであります。 

子どもたちにあなたたちの学校を作ったから町が貧乏になって皆我慢しなければなら

ないんだなどということを言ってよいものなのでしょうか。そんなことを言うべきでは

ないし、我々はそんなことを子どもの前で愚痴る大人であってはなりません。 

我々のくだした判断は明るい子どもたちの未来を開くためのものであったはずであり

ます 。ですから、我々はたくましく頼りになるおとなの姿を子どもたちの前で見せる

必要があるのです。そのためにもこの会津坂下町が直面する数多くの問題を皆で協力し

あい、知恵を出し合い、力強く乗り越えていこうではありませんか。 

それでは質問に入ります。第一の質問は、会津坂下町の財政健全化と明るい将来像に

ついてであります。それでは 1 の町の財政予算についてをお聞きいたします。 

(1)は、公共施設等総合管理計画等の取り組みなどを進めるための今後 10 年間で必要

とされる予算と必要な起債の規模、また償還の適合性についであります。一昨年の町民
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体育館の雨漏りを起因にした取り壊しとそれにかかった 8,000 万円もの緊急の持ち出し

がございました。そういった予算執行は一番むだであり、また町民目線からすると何を

やっているのだということになります。 

町がきちんと公共施設に対するメンテナンスと管理を実施することを前提としながら、

町内に点在する道路、橋梁も含めた公共施設の長寿命化計画の取り組みを進めつつ、修

繕更新する予算の確保は可能なのか疑問に感じております。 

今まで財政アクションプランや実施計画策定時の財政計画において、当局が示した財

政シミュレーション等はお聞きしておりますが、今後 10 年間の予算の確保とその規模、

また、想定される公債費は現実的なものであるのか。またその後のわが町の予算措置に

影響を与えないのかについてお答えください。 

次に、(2)についてでございます。公債費の平準化と独自財源確保のための施策につい

てどう考えるかについてであります。 

企業会計であれば、利率の高い借り入れを借り替え等で利率を下げるとか、返済期間

を長くするという方策で毎年の返済額を平準化するという方法をとりますが、行政会計

にそのような手法を使って起債の償還額の平準化を行うのかについてお聞きます。 

また、独自予算の確保のために、人口増や企業誘致による固定資産税や法人住民税等

の確保等も考えられますが、どちらもわが町ではうまくいってないように思われます。

町はその必要性は感じているとは思いますが、何か考えはないかについてお聞きします。 

第 2 としまして、会津坂下町の産業の活性化についてお聞きいたします。今や農産物

の輸出は日本の国策として既成事実となった感がございます。その点は原発事故により

その波に乗り遅れたわけでございますが、同じ福島県内でも浜通り、中通り地方では震

災の復興予算を使ってさまざまな産業インフラ整備が行われました。それは圃場の大区

画化であったり、5 億もかけた大規模な園芸ハウスの整備であったりと、多方面にわた

っております。 

会津地方をかえりみると、復興予算で行われたた事業は除染くらいだったのではない

でしょうか。 

そこで 1 として、農地のインフラ再構築と高度ＩＣＴ活用により国際競争力の強化を

についてお聞きします。 

農業インフラ整備の遅れは当然のことながら競争力の低下につながります。以前、私

個人の一般質問でも述べましたとおり、会津地方は条件の良さが功を奏して他地区によ

り早い時期に圃場整備に着手し完了したために圃場の区画はいまだに 3 反が基本でござ

います。今や他地区では 1 ヘクタールの大区画圃場が主流となっており、新潟県などで

は 3 反田の区画を 1 ヘクタールの大区画圃場にする工事が着々と進められております。 

また、浜通り、中通りではドローンや自動運転によるＩＣＴ農業の拠点づくりに余念

がありません。今や大区画化とＩＣＴ農業はセットで取り組まれております。しかしな

がらわが会津地方を見るとどちらもまだ雲の彼方でございます。 

町はその必要性は感じて認識はもっていると思いますか、具体策が見えてきません。

会津坂下町としての今後の見通しも踏まえ、大区画化と自動冠水等のインフラ整備につ
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いてと高度ＩＣＴ農業推進についての考えをお聞かせください。 

次に 2 として、わが町の農業環境の優位性を活用して会津坂下町のブランド化につい

てお聞きします。幾度も議論された課題ではありますが、風評被害が薄まってきた今だ

からこそ再度議論すべき課題だと思います。今までのブランド化と会津坂下町を売り出

すための取り組み、その成果、今後の計画等をお聞かせください。 

以上をもって壇上からの質問を終わります。 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

答弁願います。 

◎町長(齋藤文英君) 

議長、町長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

齋藤町長。 

◎町長(齋藤文英君)(登壇) 

おはようございます。 

10 番、五十嵐正康議員の議会を代表してのお質しについてお答えいたします。 

はじめに、第 1 の 1 の（1）についてお答えいたします。 

町財政につきましては、これまで実施してきた事業に係る起債の償還がピークを迎え、

財政調整基金も本来の役割を果たすことができない規模まで縮小していることから、厳

しい財政運営を強いられることとなりました。 

この状況を乗り切るため会津坂下町財政健全化アクションプランに基づき、歳入の確

保、歳出削減に取り組んでいるところであります。この間、町民の皆様には、町政に対

する不安やご心配をおかけしていることに対しまして、大変心苦しく感じております。 

今後の財政運営に関しては、歳入歳出の予測を的確に実施するとともに、不測の事態

に耐えうるべき蓄えをしっかりとしておくことが肝要と考えております。 

議員お質しのとおり、老朽化した施設の維持管理は、全国的な社会問題となっており

ます。町が保有する公共施設のすべてを現在と同じように維持・管理、更新することは、

財政的にも困難であることから、人口規模やまちづくりとの整合性を図りながら、長寿

命化の取り組みや保有数量の適正を図る必要があります。 

現在、公共施設総合管理計画、個別施設計画の見直しをするため、今後 10 年間に見

込まれる修繕及び長寿命化の需要量調査を実施しております。それらに基づき修繕・更

新費用の平準化を図り、財政に与える影響を最小限にしながら、施設の維持・管理に取

り組んでまいります。 

また、令和 2 年度一般会計当初予算については、地方交付税の算定において、地域社

会再生事業費が新設されるなど、予想を上回る額の交付が見込めることから、財政調整

基金からの繰り入れをすることなく編成することができました。 

次年度以降の予算規模や町債の発行額については、実施計画や当初予算編成後に最新

の情報に基づき行う財政シミュレーションが基本になります。 
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町債の発行について、財政健全化期間中は一定程度抑制する必要がありますが、後年

度負担の平準化といった町債の役割を踏まえ、適正な実質公債費比率を考慮し、まちづ

くりのために必要な事業へ予算措置をしていく考えであります。 

今般の財政健全化の取り組みに至った経過につきましては、教育施設適正配置事業に

係る起債の償還が大きいわけでありますが、これらの事業は決して無駄な事業ではなく、

必要な時期に、最善の方策と判断し実施したものであります。今はこれらの先行投資の

返済期間であり、大きな投資をした分、負担も大きくなっているものでありますが、あ

と数年でその負担も軽減されます。そして何より、未来を担う子どもたちのために、よ

り良い教育環境が整備できたものと考えております。 

時代が変わっても、私たち大人が会津坂下町の子どもたちのために希望に満ちた明る

い将来像を描き、やっぱりばんげがいいと感じてもらえるまちを創造するため、的確な

財政見通しのもと、行財政運営に努めてまいります。 

次に、（2）についてお答えいたします。 

公債費の平準化については、会津坂下町財政健全化アクションプランを策定する際に、

町の財政健全化に向けご指導を頂いております、関西学院大学大学院の小西砂千夫教授

から、公債費の平準化を目的とした起債の借り換えも有効であるとのご助言を頂いたこ

とから、実施に向け検討した経過がございます。 

具体的には、民間金融機関等から繰り上げ償還に用いる資金を低金利で調達し、普通

交付税措置の無い起債や、高金利の起債の繰り上げ償還を行い、調達した資金について

は、返済期間を長くすることで、公債費の平準化や利払いの低減を図ろうというもので

あります。 

しかし、地方債の償還年数は、地方財政法で、施設の耐用年数の範囲内でなければな

らないとされていることや、民間金融機関との繰り上げ償還に用いる資金調達に関する

調整が整わなかったことから、断念した経過があります。 

今後は、毎年の財政シミュレーションの見直しにより、基金積み立ての状況や各種財

政指標の推移を見極め、財政健全化の取り組みの中で最適な時期に自主財源による繰り

上げ償還を検討してまいります。 

次に、独自財源確保のための施策につきましては、議員お質しのとおり、人口や企業

誘致等の対策が必要と考えております。 

現在、町では、若者への地元企業への就労支援による定住促進や、周辺市町村等で構

成する団体と連携しながら、企業誘致等の取り組みを進めております。 

成果としては、町内の空き工場への企業進出や、既存企業の規模拡大など成果が徐々

に表れてきております。 

また、これらの施策と合わせ、引き続き、財政健全化アクションプランに掲げられた

歳入の確保策である、町税の収納率の維持、ふるさと納税の推進、未利用財産の積極的

な活用・処分及び、公共施設に対してのネーミングライツ事業の実施等について進めて

まいります。 

なお、次年度が初年度となる、第六次会津坂下町振興計画には、基本理念、みんなが
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つながるのもと、やっぱりばんげがいい。住み続けたい、やりたい事があふれるまちを

町の将来像として掲げております。私をはじめ、全庁一丸となりひと、くらし、しごと

の諸課題に総合的に取り組み、着実に成果を積み上げ、この将来像を実現していくこと

が、今後における持続的な独自財源の確保につながるものと考えております。 

次に、ご質問の第 2 の 1 についてお答えいたします。 

本町の農地及び農業用施設のインフラ整備については、昭和 50 年代から圃場整備事

業等により本格的に進められ、全地区完了しましたが、すでに 40 年以上を経過し用排

水路施設等の老朽化が進んでいるところもあります。そのような中、国ではインフラ整

備の再構築と担い手不足の対応を図るため、自動走行農業機械等の導入に対応する農地

の大区画化等の整備やＩＣＴを用いた水管理省力化技術導入の推進に力を入れており

ます。このことによって、コスト削減を図り農産物等の輸出を含めた国際農業に対応で

きる農業の競争力強化及び農業担い手の確保を図っているところであります。 

本町でも、スマート農業に対応した基盤整備とＩＣＴ農業を進めたいと考えますが、

先ず農地の集積を促進させる必要があります。現在の農地中間管理事業を活用した集積

率は、町全体で 11.5％程度であり、更なる農地集積を進めなければなりません。今年度

から開始した人・農地プランの実質化をより一層推進させ、農地集積の向上を図ること

が重要となります。 

集積が進めばスマート農業に対応した基盤整備に繋げることが可能となるため、受益

者及び土地改良区等関係機関と協議しながら事業実現に向けて取り組んでいきたいと

考えております。 

次に、2 についてお答えいたします。 

本町の農業については、歴史的な背景からも肥沃な土地に恵まれ、また中世から栗村

堰など水路開削がなされ、近年になってからも会津藩により新田開発が積極的に実施さ

れた結果、稲作が盛んに行われ、米どころ会津坂下というネーミングで優位にたってい

ることから、今後も米については更なる差別化をしてブランド化していく必要があると

考えます。 

本町の農産物の売り込みについては、東日本大震災以前から首都圏を中心に開始しま

したが、震災以降は風評被害対策が中心となりました。まだまだ、風評被害は払拭され

ない状況が続いております。 

これからは、会津坂下の目指すブランド化の一つの考え方として、単に高級ブランド

化だけではなく、安心感・信頼感があり、おいしく生産者の顔が見えることで、毎年お

客様がリピートできる農産物、すなわち複層的なブランド化が必要と考えております。

生産者が適正に評価され、安定的に販売されることにより、農業経営が安定し先の見え

る営農が可能になるものと考えます。さらには、農産物だけでなく、物産品も含め会津

坂下のネーミング自体がブランド化となるよう生産者及び関係機関と連携して推進を

図ってまいります。 

また、令和 2 年度は、施政方針でもお話ししましたが、9 月には首都圏東京において、

福島県主催による、仮称でありますが、会津フェスタ 2020 の開催が予定され、そのイ
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ベントの中心的催しに、本町の大俵引きの実施が予定され、本町の米をはじめとした農

産物及び特産物の販売を通した首都圏住民との交流による会津ブランドの魅力を発信

する計画がなされております。 

以上、答弁といたします。 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

再質問あればお願いします。 

◎10 番(五十嵐正康君) 

議長、10 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

10 番、五十嵐正康君。 

◎10 番(五十嵐正康君) 

順番にそって再質問させていただきます。 

まず、第 1 の 1 の(1)についてでありますけれども、財政再建についてでございますけ

れども、町長が示しております財政再建の道筋は大いに理解するところでございます。

今まさに忍耐の時期であるというふうに思います。そういった時期に町長、舵取りをし

なきゃいけないということにつきましては、非常に境遇をお察しするところでございま

す。本当に大変な舵取りだというふうに思います。 

ただ、いろんな町民の目線からみますと、昨年の体育館の取り壊しということにつき

ましては、本当にある見方をすれば非常に日頃のメンテナンスが適正になされていれば

もう数年、10 年くらい雨漏りしなければ使えたというような可能性もあったというよう

な見方もされるわけでございます。 

そういった中で、やはりそういう公共施設の管理を適切にするということがまず一つ

財政再建にも大きな要点になるんだというふうに私は見ておるんですけれども、そうい

う目線で見たときに、本当に以前はその管理、点検管理などは外部の業者に出してたと

いうような時期もあったというふうに思いますけれども、それがやはり予算削減という

ことで自分たちでしましょうということになったというふうな話をお聞きしたことも

ございます。 

そういった中で、管理をするのにやはり人が見てただ OK だよという部分ではなくて、

ちゃんとマニュアルをもってこれこれこういうような点検、この時期にこういう内容を

確認しなさいよというようなマニュアルがあってはじめて自分たちで点検ができると

いうふうなことになると思うんですけれども、そういうようなマニュアル、きちんとし

た、明文化されたものが整備されているのかどうかまずお聞かせください。 

 

◎町長(齋藤文英君) 

議長、町長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

齋藤町長。 
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◎町長(齋藤文英君) 

まず、公共施設につきましては、今ほど答弁申し上げましたように、補修もしくは延

命するような形での対応はとっております。そして今ほど最初からお話されましたけれ

ども町民体育館につきましても確かにあの施設は東京オリンピックの年のころかな、建

てたのは。だからあの屋根自体が代々木競技場に模したということで一時は NHK の生

放送もやったこともあります。 

その中において、議員もご承知だと思いますけれども、会津地域の拠点都市構想とい

うのがありました。その中で西部地区の中心都市としてライブセンターを坂下町につく

るべきじゃないかという中で、体育館という話も、体育館と文化施設の話ありました。 

ただ、その当時はやっぱりバブル最長のときで両方作るのにそれこそ今の町の予算で

間に合わないくらい予算がなってましたので、そこで断念した中で、じゃ、体育館はっ

て計画した時期もありました。 

そうやっていくうちにだんだん改めて体育館自体が、こういうと怒られるかもしれま

せんけれども、これこら人口減少していく中で体育館自体が必要なのかという部分も考

慮した時期がありました。その中で延命措置をとりながらきて、そして修理可能な限り

修理しながらいよいよとなったとき、じゃ、これをどうするか。そういった場合、学校

側ともいろんな、現場の人とも協議した結果、今職員の駐車場が足りないので、あそこ

につくるべきじゃないか。 

もちろんその時点では校庭の延長も考えなかったわけでありません。やっぱり現場の

声というの一番大事だと思います。やっぱり全体から見れば皆さん必要だと思うかもし

れないですけれども、現場から見ればみんなが考えるほどじゃなくて、こっちのほうが

主となる部分出てくる部分あります。 

そういう意味では公共施設というのは実際今の地方債、公債費にもいろいろぶってく

るんでありますけれども、建てるときにやっばり補助金あるからって建てた分のその後

のメンテナンス、維持管理が非常に財政を圧迫する形がございますので、その中に含め

てこれは一時見直しまして、公共施設総合管理計画、個別施設計画を作りましてこれか

ら延命すべきか修繕すべきか、あるいは廃棄すべきかという計画は作っております。以

上です。 

 

◎10 番(五十嵐正康君) 

議長、10 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

10 番、五十嵐正康君。 

◎10 番(五十嵐正康君) 

代表質問ですので再々質問はしないで先に進みます。 

第 1 の 1 の(2)について移ります。この内容、項目二つありますので二つにわけて質問

させていただきます。財政的な困難という立場でみますと、民間企業でもよくあって、

大きな会社が財政破綻すると。それで再建するというようなニュースがよくある話でご
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ざいますけれども、そういう場合にいろんな普通に我々企業経営してますとそんな方法

あるのというような本当に奇策といえるような方法で大きな会社を助けるというよう

なことがございます。 

そのときに一番誰が助けてくれるのと言ったときに、やはり助けてくれるのは資金を

出してくれる金融機関が、坂下町で言うと地元の金融機関今五つですか、ございますけ

れども、その金融機関なんですよね。 

その中には私も実際にそこの現場に直面して当然あるもんですからよく知ってる内容

なんですけれども、毎年毎年の償還金額をですね、例えば本来 1,000 万返すとこ 100 万

しか返さないで、元本を据え置いて金利だけ払うよ。それで毎年毎年の返済額を減らす

みたいなことをやってる企業があるんですよ。 

でもそれは、一つの例えば 5 軒から借りてるときに、じゃここの A 金融機関、B 金融

機関だけやるんではなくて借りてる 5 社、5 行全部に同じことやらせるんですよ。そう

しないとやはり共同歩調とらせるというような部分が一番大事な部分でありまして、そ

ういう発想がないとなかなか金融機関というのは、何だ、あそこだけ、じゃ、やれると

ころにだけやらせるのかというような話になってしまう。 

ですので、非常にその金融機関とそういう話をするときには、起債、償還の平準化を

する場合にはそういう発想が必要だというふうなことなんですてけれども、共同歩調を

取らせて危機を乗り越えるというような考えが非常に重要な部分であるんですよね。 

現実的にそれが可能かどうかはいろんな先ほどの答弁の中にもございました償還の期

限の問題だったりいろんなことがあるわけでございますけれども、昨年私が聞いた話で

地元の金融機関にそういうよう打診をしたというような話を聞いたときに、非常に地元

の金融機関から反発を受けたという話がございました。 

そういう意味では、この共同歩調を取らせると。そういう部分での返済の平準化する

というような発想も大事ですし、その調査研究、これ今後もやる価値があるというふう

に思うわけでございますけれどもいかがでございましょうか。 

 

◎町長(齋藤文英君) 

議長、町長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

齋藤町長。 

◎町長(齋藤文英君) 

この公債費の問題につきましては、先ほど来お話しましたとおり、そしてあと議員も

おただしの中でお話しましたとおり、一つのものをつくる場合というのは、作った当時

の人たちが全額負担するんじゃなくて、返済も含めてその施設を使う全世代にわたって

利用するんであるからその負担も一緒にしなきゃなんないという原則があります。 

ただ、わが町の場合はご承知のように一時過疎指定から外された時期がございまして、

そのとき結構高い金利で地方債発行しました。その分というのはもう 5％超えておりま

した。ただ、地方債につきましてはある時期に繰上償還できないかということで 5％を
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超える部分については国から認められました。ただ、それ以下につきましては、ご承知

のように国のほうも国債を発行しながら、借金して地方債を交付しているわけでありま

すので、だから借金して返す分は償還通りやんないのはまかりならんということで、そ

ういうことの中で、じゃ、町の支店をいろんな形で使えないか、いろんな繰り上げでき

るような形にできないかということで、平成 28 年に民間から借り入れしました。その

分につきましても今回金利が少なくなってきたら繰上償還できないということで今ほ

ど議員おただしのようにいろんな形でご相談申し上げたわけでありますけれども、やっ

ぱりその点のやり方はやっぱりちょっとまずかったかなという話をしてます。反省して

るというよりはまだその仕組みということに対する見方です。 

これはわが町には民間の金融機関五つあります。農協も含めて。そうすればやっぱり

この前もある方とも個人的にお話した中で、ある意味ではシンジケートじゃないですけ

れども、すべての金融機関にいろんな事情をお話しながらやってくことも可能じゃない

ですか。 

これは全員まだお話してませんので、そこまで話せる部分でありませんけれども、そ

ういう方式もとれるということを今ほどの議員おただしの中で考えておりますので、そ

の点はご理解いただきたいと思います。 

 

◎10 番(五十嵐正康君) 

議長、10 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

10 番、五十嵐正康君。 

◎10 番(五十嵐正康君) 

先に進みます。それでは、もう一つの独自財源の確保についてでございますけれども、

独自財源の確保につきましては、坂下町だけではなくて本当に日本全国地方自治体の抱

える大きな課題であるというふうには感じております。 

企業活動が低迷するという状況が続けば、当然町税が減りますので、そういう心配も

増えてくるわけでございますけれども、ただ、坂下町を見た場合に経済的にだんだんだ

んだん尻つぼみになってるのというような状況では私はないような気がするんですよ

ね。と言いますのは、本当に惣六地区に厚生病院が新しく建築する。その横に大規模な、

大きな商業施設が来るというような計画があると。これだけ 1 万 6,000 人しかいないよ

うな人口の町にどうしてこれだけ大きなスーパー、商業施設が来るというようなことを

検討するんだというようなことを考えますと、非常にあるいみクエスチョンマークで不

思議な部分というふうに捉えることができるというふうに思います。 

ただ、それをよくよく考えてみますと、なぜなのということを掘り下げてみますと、

やはりそれは坂下町の地理的な優位性があるんだなというふうに私は思います。本当に

昔から坂下は会津の馬鹿三里というふうに言われまして、どこから行っても 12 キロ。

結局ここは市が人が集まって、ものが集まってくるから市を立てやすい。それを守るた

めに会津藩がそういう制度をかして坂下町から 12 キロ以内は、3 里以内には市は立てち
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ゃだめだというようなこと作った経済的な優位性もあったからこそそれができた話だ

というふうに私は思います。 

ですから、ものが集まり、人が集まる。この今の交通事情を見ましても南会津のほう

から来るよ、新潟のほうから来るよ。そして関東のほうに行く、山形のほうに行く。な

ぜか皆坂下町の南幹線通ったり本郷街道通ったり、かならず坂下町を通って行くんです

よね。非常にここは地の利が良すぎるくらい良いというふうに思います。 

ですので、そういうような地の利を活かした企業誘致だったりいろんな発想の転換を

すべき点もあるんだなというふうに思うんですよ。そういう意味ではね、地の利が良い

から持ってこれるような可能性があると。これは例えばでございますけれども、自衛隊

の誘致の話以前させていただきましたけれども、それが来ることによってどういう影響

があるかといえば、例えば自衛隊がくることによって迷惑交付税が億単位で増えますよ。

そして道路もなおしてくれる。人口も増えますよみないな、そういう発想の転換でね、

そういう事業誘致なりもできるというふうに思うんですけれども、これは本当に自衛隊

につきましては代表質問ですので、立場の違い皆さんございますので、その点について

は答えていただかなくて結構でございますけれども、その大きな発想の転換で土地が高

いから坂下町には企業誘致、そういう施設が誘致できないんではなくて、地の利を活か

して高いけれども来てくださいよというような事業誘致、企業誘致をする可能性もある

んじゃないかというふうに思うんですけれどもいかがでしょうかね。 

 

◎町長(齋藤文英君) 

議長、町長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

齋藤町長。 

◎町長(齋藤文英君) 

まず、坂下の地の利ということお話されましたので、今さっきＰＲしなきゃなんない

と思いす。高寺山の発掘調査において前回は 9 世紀ころの遺構から出てきた大仏かと思

ったら 8 世紀までのぼりました。あそこはもともとは西南伝説で 6 世紀まで遡る部分あ

りますのでそういう意味ではそういうところをもっとＰＲしていきたいと思います。 

逆にいえば、陣が峯城も含め、会津坂下町というのはそのころから地の利があったと

思います。やっぱり、ちょうどう坂下、ばっけというくらいに水運の運河も使えました

し街道も使えた部分があります。 

そういった中でわが町の中のこの地の利を活かしてどうするかという部分でそれが結

果的に、ご承知のように時代の流れとともに中心市街地というのは一時よりはちょっと

疲弊しております。その分民活でもって周りが増えてきてました。 

それで地価が高いから誘致できないじゃなくて、民活も含めてみんなが要求するから

地価が高くなってます。そういう発想だと思います。そういう意味ではそういう皆さん

がやっぱり坂下町に対する向ける部分があるのなら、民間の企業誘致もそうであります

し住宅入ってくるのも便利だから入ってくるわけです。 
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だからその分を素直に認めながらやっていきたいと思いますし、そして自主財源につ

きあっていえば、やっぱり自主財源で何か事業を起こすっていえばやっぱり行政が起し

た分ではそんなに第三セクターつくってやってもそう有利的なものはありません。 

今言ったように民活を当然利用すべきでありますし、そういう意味では、ある意味で

はふるさと納税の使い方、今回も地元の部分を使わないとふるさと納税と認めないとい

うことで割と分散してますので、その分を吸収できるような形でやってきていると思い

ますし、そしてこれは評価していただきたいんですけれども、やっぱり税収を上げると

いうの大事です。 

そういう意味では税の収納率、これはわが町の職員一生懸命収納率上げていただきま

して、昨年も県から表彰受けております。そういう小さいことの組み合わせでもって自

主財源確保してる部分がございますので、例えば町の町有地、財産、先ほどの体育館施

設じゃないですけど、売払いできるものは小さなところからでも売り払いする努力をし

てまいりますので、そういう小さいことを積み上げながら財政健全化に向けた分の財源

確保に努めていきたいと思いますので、その点もご理解いただきたいと思います。 

 

◎10 番(五十嵐正康君) 

議長、10 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

10 番、五十嵐正康君。 

◎10 番(五十嵐正康君) 

それでは、第 2 に移ります。まず、1 でありますけれども、答弁の中でまずＩＣＴ進

めるのには農地の集積が必要だというような答弁がございましたけれども、私はこれ発

想が逆だというふうに思います。農地の集積、インフラ的なそういうお金のかかる部分

というのは非常にやりづらいものでありますからすぐにはできないというのが現状だ

というふうに思います。それですから、逆にＩＣＴの導入というのと、それを補完する

ために早くやんなくちゃいけない部分だというふうに私は思うんですよ。 

ですからＩＣＴというとどうも、ニュース、メディア等見ますとね、トラクターとか

田植機の自動運転だったり大きなところで自動的に人がいないのに勝手にやらせると

いうような部分だけみなさんイメージしがちなんですけれども、決してそうではないと

いうふうに思うんですよ。 

今のＩＣＴというのは本当に施設園芸の中での自動灌水であったり、温度管理ですね、

自動的にハウスを開け閉めしたり、あとはドローン使って生育状況を空から観察をしな

がら、ここは生育悪い、病気が出やすい。だからそこだけ集中的に追肥をしたり、農薬

散布をしたりというような監視をするということもＩＣＴの最先端の技術の一つであ

ります。 

また、植物工場をですね、本当に数年前までは採算とれないとれないと言われてまし

たけれども、最近技術が改良されましてかなり本当にハウス、施設園芸なんかも植物工

場的な発想での管理が主流になりつつあるというような部分でございますので、そうい
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う意味では大規模灌水、そういう施設の整備がすぐにできないんであるなら私はそうい

うようなＩＣＴの導入の研究だったり、いろんな最先端の事業の導入がどうやったら坂

下町で予算がない中でできるかというような研究を本当にそういう農政の部分の先端

の職員の人たちに中心になってやっていただきたいし、そういうことが必要じゃないか

というふうに私は思うんですけどいかがでしょうか。 

 

◎町長(齋藤文英君) 

議長、町長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

齋藤町長。 

◎町長(齋藤文英君) 

確かに議員おただしのとおりだと思います。最近は農業というと特に水田農業そうな

んですけれども、大規模化していくべきだっていう話あります。ただ今の国の中の流れ

では大規模化ではあるけれども、中小経営体を育成していかないと地域が成り立たない

という部分に回帰される部分がございます。議員ご承知のように今から 3、40 年前であ

れば 8 割の兼業農家でもって 9 割の米生産をしておりました。 

そのようにある程度小さな農家の人たちが集積して地域を守りながら米の生産にもか

かわった部分ございました。その後、ご承知のように今度は米の過剰になって、減反政

策になって、そうすると経営として成り立たないから大きな面積にしなきゃなんないと

いうほうに進みました。 

そういう意味で圃場整備もその一端にあるわけでありますけれども、その中でやっぱ

り最近考えられるのはその分の費用対効果を見た中でのＩＣＴの活用です。大規模化と

いうのは費用対効果を見る場合はＩＣＴの中でも活用の部分がございます。 

ただ、その小さな中小形態の使う有利性はわかりますので、その部分をいかに共同で

使うとかそういうことを含めてやっていけないかということはこれからやっぱり町を

含めて大きな検討課題になりますので、そういう方向では進めていきたいと思います。 

 

◎10 番(五十嵐正康君) 

議長、10 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

10 番、五十嵐正康君。 

◎10 番(五十嵐正康君) 

それでは第 2 の 2 に移ります。ブランド化の話でございます。いろんなブランド化と

いいますと、まずブランド化ってなんでしょうね。ブランド化というのは、坂下町とい

うと皆さんよそから見て、あっあそこはなんだよ、こうだよというようなことをすぐわ

かる。坂下町には米がおいしいよということがわかるっていうことがまず我々簡単にブ

ランド化というふうに思いがちなんですけれども、でも、根本的に必要なのはブランド

化といいますのは、我々ここに住んでる我々がここに作っている例えば米の優位性をパ
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ッパッパッパッと簡単に説明できると。よそと何が違うのと言ったときに、こことここ

とここが違うんだよということを説明できるかということがまずブランド化の始まり

というふうに思うんですよね。 

そういった意味で見たときに、坂下町の米、何が違うんでしょうか。すぐ皆さん答え

られますか。会津の米、よその米と何が違うのって言ったときに、まず、上げられるの

はまずその形状的な違いがあるという部分ですね。会津以外の土地で籾擦りをして最後

のグレーダーで仕上げるときに 1.9 ミリ会津ではＬＬということで仕上げますけれども、

1.9 ミリの網で抜けるところというのは会津と魚沼だけです。 

ここ新潟平野もここ数年そうなってきましたけれども、今 1.85 が標準です。中通りも

浜通りも 1.85 です。1.9 で抜けるのはここだけです。しかも、会津は 1.9 で抜いて兼業

農家の方でも 10 俵とってますよね。魚沼は 8 俵です。1.8 から 1.9 にすると新潟平野は

マックス 8 俵です。全く違うんですよ。 

そして会津で 1.9 で抜いた米、去年の米の一等比率は 80％ですよね。新潟平野は 20％

切ってんですよ。そんなに違いがあるの。なんでなのと言ったら一番晩生になって最高

の品質ができて、しかも土壌が粘土が強いと｡なので食味が非常に高いということがあ

るんですよね。そして歴史的に見ると江戸時代、300 年間に会津盆地、平野の中で米 1

袋もとれなかったというのは天明の飢饉 1 年ぐらいしかないと言われています。 

そういうことが相まって幕末に徳川一族の中で借金がなかったのは会津藩だけ。ほか

の藩は借金だらけで戦争なんかできなかったから会津藩は借金がないんだからおまえ

のとこお台場へ行って江戸城を黒船から守れ。そこで功績を出したために京都に行って

守護職になったよ｡というような状況が結局会津の農業の優位性なんですよね 。 

そういうことを聞けば、今の話を聞いてどうですか。皆さん、会津の米一回食ってみ

たくなりますよね。これがブランド化なんですよ。 

ですから、そういう話を町長によそに行ってしていただきたい。私たちも、私も当然

しょっちゅうしている話でございますけれども、こういうことをぜひよそに行ってどん

どんどんどんＰＲしていただきたい。そのことによってあたりから、ああ、坂下ってこ

んな違うの、ここが違うんだということをわかるような情報発信をしていくということ

がまずブランド化の最初だと思いますよね。 

ですから、それは私とか町長だけがやるんではなくて、例えば町の農政の担当の方が

売りに行った。その課長さんたちがどこかに行った。坂下の米欲しいんだけどと言われ

たときに何が違うのと言われたときに、パッパッパッとすぐ言えるような違いをマニュ

アル化して、明文化して、これ行ったらしゃべって来いというようなくらいのことから

始めるのがまずブランド化の一つだというふうに思うんですけれども、ですからそうい

う発想を転換したブランド化、これお金がかかりません。そこからぜひ取り組んでいた

だきたいというふうなことも考えるんですけれどもいかがでしょうか。 

 

◎町長(齋藤文英君) 

議長、町長。 
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◎副議長（猪俣恒雄君） 

齋藤町長。 

◎町長(齋藤文英君) 

確かに生産地の米の優位分、やっぱりＰＲするためには、生産者もちろんそうですし

職員もそう、我々もそう。やっぱり一つの価値観というか説明できる認識を持ってしっ

かりとＰＲするのが大事だと思います。 

ただ、ブランドといいますけれども、さっき言ったように大きな形のブランドと表に

出ないブランドあると思います。大きなブランドではさっき当初にお話でました夕張、

夕張メロンというのはその当時はかなり有名で、結構贈答用に使えるものとしてやって

ました。 

そして会津坂下町の米というのは、もうブランド化してると思います。当然。それは

会津坂下町の米、会津の米としてのブランド化だけじゃなくて、ご承知のように東京駅

のあるおにぎりやさんでは会津坂下町の米使ってます。米だけじゃなくて会津坂下町の

野菜、果樹を含めていろんなレストラン居酒屋さんとかに出してます。 

それがある意味ではブランドです。一番私はこれ強調したいと思うんですけれども、

米に関しましてはコシヒカリがずうっと何年もこのまま継続してやってます。先ほど魚

沼産の話出ましたけれども、負けないかそれ以上の価値持ってます。それだけ品質がい

いということは求められていることでありますし、そしてブランド化するというのは生

産地がつけるんじゃなくて、消費者だと思います。求められるものというのはブランド

になります。そういう意味でこれまできて米もコシヒカリとして需要があってきてるん

で、そんなに品質、いろんな点で品質開発やってますけれども、やらなくて済んでると

いうのはそれだけ認識されたブランドだと思います。 

やっぱりしょっちゅうネーミングを変えなきゃなんないというのはブランドになりま

せんし、目先を変えるだけ。これだけ強くなっている部分をさらに改めてやっぱり我々

は考えるべきでありますし、米の需要が減ってる中でなおさらやっぱり会津坂下町って

突出したブランドを今まで定期的に使っていただいていたところにさらにＰＲしてい

くために職員一同これからも努力していきたいと思います。 

 

◎10 番(五十嵐正康君) 

議長、10 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

10 番、五十嵐正康君。 

◎10 番(五十嵐正康君) 

最後でありますので、本当に今ほど最後の議論でありましたように、坂下町には歴史

的にも産物的にも農業関係でも非常に素晴しい環境があると。そして地の利もあるとい

う部分で非常に希望が、いろんな希望があるんだというふうに私は思います。坂下町、

財政難で非常に町民的にも行政の方々も非常に気持ちが萎縮してるという部分でござ

いますけれども、企業経営の観点から見ますと非常にチャンスなんですよ。危機的なこ
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とを、トラブルが起きたときにいかにそれをうまく乗り切るかということがその企業だ

ったり個人だったり、経営者の本当にその価値観を高めると。逆に大変なことがあって、

ああ、大変だってつぶれてしまうか、そこをうまく乗り切ることによって逆に評価が高

くなる。そういう逆な意味でのチャンスなんですよ。 

ですので、ぜひ我々の 20 年前に竹内町長のときに 2001 委員会があって、そこに招集

されてあのとき非常に大変だったんですよね。皆さん手弁当で報酬本当に、報酬もつか

ないところで手弁当でみんな行って、それでも何ができるんじゃないかというような希

望を持って取り組んで第四次振興計画つくり上げたというような思いがございました。 

本当にそういう意味で大変なことだからこそやり甲斐があるというような発想で、ぜ

ひ、この最後の財政困難の時期を皆さんで知恵を出し合いながら乗り切っていっていた

だきたいというふうに思います。代表質問終わります。 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

これをもって五十嵐正康君の議会を代表しての質問を終結いたします。 

次に、通告により、12 番、五十嵐一夫君登壇願います。 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

議長、12 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

12 番、五十嵐一夫君。 

◎12 番(五十嵐一夫君)(登壇) 

皆さんおはようございます。12 番、五十嵐一夫であります。通告の順に従い一般質問

をいたします。 

今定例会は私どもにとりまして任期中最後の議会でありまして一般質問も最後になり

ますので、20 年間の議員在任中から感慨深いことをお話してまいります。 

会津坂下町が財政危機に陥っている。町民にも広く周知されています。町外にも知れ

渡りました。なぜ財政危機になったか。学校の統廃合が大きな要因であると思慮します。

あのとき私の一般質問に耳を傾けていたらこんなことにはなるまいにとの思いがあり、

述べさせていただきます。 

22 年 6 月の一般質問において学校の統廃合は財政、役場庁舎、体育文化施設等総合的

に再検討すべきでないかとの質問をいたしました。平成 20 年、坂下小学校の一統合時

の児童 700 人、平成 29 年の予測では坂下全体で小学校児童童数 700 人の予測でありま

した。現在は 692 名であります。 

財政負担を考慮して小学校を当時の坂下小学校 1 校に統合、中学校は一中に統合、耐

震度の低い役場を二中に移転、二中の体育館が老朽化しているので町民体育館の後継施

設として二中に体育文化施設を建設、役場庁舎と併設すれば管理もしやすく、学校も役

場も当時のライブセンターの件も解決できたのではないでしょうか。 

坂下小学校も町民体育館がなくなると校庭が拡張されます。一中を統合中とすれば河

川敷に運動施設があり、中学生にとってふさわしい環境であります。私の提案になるほ
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どと耳を傾け、検討しそのようになったらば財政難の今の坂下になるまいにと残念であ

ります。 

私は素晴しい先見性をもっていたと自負しています。先見性あふれる私のこれからの

質問に真摯に耳を傾け、取り組んでいただきたいと申し上げ、通算 79 回目の一般質問

に入ります。 

第一に町の活性、振興に欠かせない宿泊企業誘致活動の取り組みを問うであります。

第六次振興計画の実施計画がこの度の全員協議会において示されました。活力と魅力が

あふれるを第 3 章基本計画のⅢにおいて掲げています。 

町民ほとんどの方も活気があふれる町をと願っていると思います。実施計画の中で企

業誘致推進事業として具体的に事業内容に盛り込んだ宿泊業の誘致活動について伺う

ものであります。 

実感として今まで私を含め同僚議員も訴えてきた事業の重要性に遅まきながら理解し

ていただきました。取り組みの意気込みに期待をするものです。宿泊施設は誘致するこ

とによりその効果は多面的に大きな効果が期待できます。坂下は坂下の馬鹿三里の言葉

もあり、交通の要衝でもあり、地理的優位性をいかに活かすかが求められます。 

町当局は宿泊企業の必要性についての認識度とその効果はどのようなものがあり、効

果をどう期待しているのかについて質問をするものです。 

次のことについて質問をします。 

1、宿泊企業、ビジネスツーリストホテルを対象としてその必要性の認識について伺

う。 

2、誘致が実現すればどのような効果が期待できるのか。 

3、誘致は活力が衰退する町にとって喫緊の課題と考えるが、取り組みの姿勢につい

て伺う。 

第 2 に、交流人口拡大にトイレは喫緊の課題であります。 

公共交通手段の確保の中で只見線利活用促進事業で事業概要として会津坂下駅の公衆

トイレの改修に取り組んでいくこととあり、事業の推進を望みます。しかし、公衆トイ

レは只見線の利活用だけと捉えていいのでしょうか。よそからの来客のおもてなし、町

の好感度を高ためるためにも坂下駅だけでなく、会津 33 観音についても考えなくては

いけません。 

特に坂下で一番観光客が訪れる立木観音のトイレの改修の必要性も訴えます。南会津

町の物産館に行きました。なんと、トイレは暖房がきいて温かかったのです。リピータ

ーになってしまいます。 

会津川口駅もトイレが立派になりました。観光客はバスでくると限られた利用時間で

すので、ある程度の個数がないとさばききれないので、多くの人員に対してカバーでき

るよう個数も多く対応しました。これもおもてなしかなと感じます。そこで次のことに

ついて質問します。 

1、交流人口の拡大において、坂下駅及び立木観音のトイレの改修は喫緊の課題であ

り､取り組みのスケジュールについて伺う。 
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2、トイレの善し悪しが町の好感度の尺度になります。どのようなトイレをイメージ

しているのかトイレ像について伺います。 

第 3 に、生活交通としての公共交通バス対策事業取り組みを問うであります。 

公共交通で生活に最も密着しているのがバスであります。バスは主に通学を重点的に、

次に通勤、通院、買い物の利用を対象に事業を取り組んでいます。小中学生からはあま

り不満はないものと思います。しかし、バス時間の変更、減便による高齢者からは不満

を聞きます。議会の未来トークでもお聞きしました。また、何かの機会にお会いしたと

きの話題になったときもあります。 

これから高齢者の運転免許の返納者が増えていきます。町の中の方は比較的困らない

かもしれません。しかし、旧町外の方にとっては切実な問題です。次のことについて質

問をいたします。 

1、通院者においては診察後の待ち時間が長すぎる。バス待合所はお粗末であり、高

齢者には耐えがたいものがあります。午前便の増便ができないのか、また、タクシーと

の協力、西会津線との協力ができないのか。 

2、若松や喜多方への便は通学者専用のバスが仕立てられていますが、提携すればこ

の路線の利便性が向上できるのがそのような取り組みができないのか。 

3、バス券補助により、利用促進を図るとのことでありますが、利用促進としてどの

ような取り組みをしているのか。遠距離一律料金の考えを含めこれからの具体的取り組

みについて伺う。 

4、乗降時間の短縮効果のためと、単純に分かりやすく釣り銭が不要になる 100 円単

位刻みのゾーン制料金の取り組みができないか。 

以上、壇上よりの当初の質問を終わります。 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

休憩のため休議といたします。                (午前 11 時 01 分) 

再開を 11 時 15 分といたします。 

 

（休議） 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

再開いたします。                      (午前 11 時 15 分) 

答弁願います。 

◎町長(齋藤文英君) 

議長、町長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

齋藤町長。 

◎町長(齋藤文英君) 

12 番、五十嵐一夫議員おただしのうち、私からはご質問の第 3 の公共交通に対する基
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本的な考え方についてお答えいたします。 

児童生徒の通学や、高齢者の生活を支える手段である公共交通は人口減少と少子高齢

化の進行により利用者が減少し、その存続が大きな課題となっております。ＪＲ只見線

につきましては、令和 3 年度に会津若松駅、小出駅間の全線開通が予定されており、通

勤や通学での利用だけでなく、鉄道ファンやインバウンド客に只見川沿線の魅力を十分

に伝えることができるものと期待しております。 

また、バス路線につきましてはその利用目的が児童生徒においては通学、高齢者にお

いては通院、買い物とその利用時間帯とバス運行時間等から通学時間帯の利用は多いも

ののそれ以外の時間帯の利用が少ないことが課題となっております。 

今後、運転免許証自主返納者の増加が予測されることから、高齢者の生活を支えるバ

ス路線のあり方が問われております。住民の生活を支える交通手段を確保するため、既

存の形態にかかわらず先進事例等を調査研究し、誰もが利用しやすい公共交通にしてま

いりたいと考えております。 

その他の質問につきましては、担当課長より答弁させますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 

◎産業課長(五十嵐吉雄君) 

議長、産業課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

五十嵐産業課長。 

◎産業課長(五十嵐吉雄君) 

私からは、ご質問の第１についてお答えいたします。 

はじめに、１と２についてお答えいたします。 

宿泊企業の誘致につきましては、人口減少や高齢化が進む本町において、町内におけ

る雇用の場の創出や地域経済の活性化につながる有効な手段のひとつであり、企業誘致

と同様に地域への波及効果が大きい有意義な取り組みであると認識しております。 

新たな宿泊企業の誘致が実現すれば、宿泊企業での従業員の雇用は当然のことながら、

シーツ等のクリーニングや料理の仕出し、食材や飲み物の納品、さらには観光に訪れた

お客様の買い物や飲食等、地元商店にもたらす経済効果は大きいものがあると考えてお

ります。 

次に、3 についてお答えいたします。 

町内の宿泊施設の状況を見ますと、観光客やビジネスマン、長期滞在労働者などによ

り一時的に満室状態となることはあるものの、不足感はなく今のところ宿泊需要に対応

できているようでありますが、今後、ＪＲ只見線の全線復旧による外国人観光客や坂下

厚生総合病院入院患者の付添者など、長期滞在型の新たな需要が見込まれることと考え

ております。 

一方、近隣市町村におけるビジネスホテルの状況を見ますと、会津若松市で 11 施設・

約 1,100 室、喜多方市で 2 施設・約 80 室が立地している状況にあり、本町への宿泊企
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業の進出は、地域の人口規模や交通利便性、観光施設への入込数や立地企業、既存宿泊

施設の稼働状況等から見た需要を推測しますと、一般的に言われる採算の取れる稼働率

である 6 割以上という数字は、会津坂下町では大変厳しい数字であると予想されます。 

しかし、新たな宿泊企業の誘致は、地域への波及効果が大きく地域経済の活性化につ

ながる有意義な取り組みであると考えられますので、福島県や関係団体との連携を図り

町内既存宿泊施設への影響を考慮しながら、宿泊企業を含めたサービス業の誘致にも重

点を置き、これまでの製造業を主体とした企業誘致と一体的に取り組むとともに、未使

用公共施設を活用した宿泊施設への整備等についても模索して参りたいと考えており

ます。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

私からは、ご質問の第２についてお答えいたします。 

はじめに、1 についてお答えいたします。 

公衆トイレは、公衆の利益のため広く一般に開放され、町民や来町者等、だれもが無

料で利用でき、かつきれいな施設であることが重要であると考えております。 

会津坂下駅前トイレの改修につきましては、只見線利活用促進事業として、第六次会

津坂下町振興計画実施計画に新たに計上いたしました。スケジュールにつきましては、

令和 2 年度に施設設計・維持管理に関する町の方針を決定し、設置場所等について東日

本旅客鉄道株式会社仙台支社と協議を進めてまいります。令和 3 年度は、予定されてい

るＪＲ只見線の全線開通に合わせ、改修工事を実施する計画となっております。 

立木観音公衆トイレにつきましては、平成 31 年度に建替え実施に向け関係機関へプ

レ要望を提出いたしましたが、建屋の新築及び浄化槽に係る経費が補助対象外であるこ

とが判明し、現在に至っております。今後も活用できる観光関連又は文化関連の補助金

を探すとともに、浄化槽に代わる下水道などへの接続も含め可能性について関係課と協

議を進めてまいります。 

次に、2 についてお答えいたします。 

公衆トイレのイメージについてですが、明るく清潔、防犯上も安全で、子どもから高

齢者・障がいのある方、誰もが使いやすいトイレと考えます。 

議員お質しのとおり、交流人口の拡大は、人口が減少するなか、地域がどう生き残っ

ていくか大きな課題です。定住人口では限界があるため、交流人口を増やしていくため

にも、公衆トイレの必要性は重要なことであると認識しております。 

街を訪れるすべての人が安心して気持ちよく利用していただける公衆トイレは、まち

づくりを進めるうえで必要不可欠な施設であると考えております。 

しかしながら、現在おかれている町の財政状況においては、現実のものとしていくに
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は、厳しいものがあることもご理解をお願いしたいと存じます。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

私からは、ご質問の第 3 についてお答えいたします。 

はじめに、1 についてお答えいたします。 

現在、町内を運行する市町村生活路線バス 6 路線につきましては、主に児童生徒が通

学に利用する朝の便以外に午前中に運行する便はなく、午前中の医療機関への通院を目

的とされている方にはご不便をおかけしております。生活路線バスにつきましては、児

童生徒の通学や、高齢者をはじめとした住民の生活を支える手段として運行しておりま

すが、運賃等による収支率は 45％程度であり、運行に係る経費も年々増加傾向にあるこ

とから、県補助金と町の負担金で路線を維持しているのが現状です。今後も、経路やダ

イヤを見直しながら、効率的な運行を図っていかなければならないものと考えておりま

す。このような状況下における午前便の増便につきましては、利用者アンケートを実施

し、利用状況や要望を把握した上で、運行形態について事業者と協議してまいりたいと

考えております。タクシーとの協力につきましては、今後の高齢社会を見据えて、高齢

者のスムーズな移動を支援するためにも、タクシー券の補助等について検討してまいり

ます。また、西会津町で運行しております町民バスにつきましては、道路運送法第 78

条に規定される自家用有償運送として運行されており、利用者の範囲についても規定さ

れております。会津坂下町民でも乗車することは可能ですが、西会津町へ来訪すること

を目的とするバスであるため、会津坂下町内で乗車する場合、西会津町までは降車でき

ない規定であり、会津坂下町内での移動を行うための用途には使えないものであります。 

次に、2 についてお答えいたします。 

現在、会津若松市内及び喜多方市内の高校への通学者専用のハイスクールエクスプレ

スが運行されております。これは、高校生通学者の貸切バスであり、一般客の混乗はで

きないものとなっております。また、運行経路を路線バス化しますと、ハイスクールエ

クスプレスよりも運賃が上昇し通学者負担が増すことから、路線バスへの切り替えは困

難と考えております。 

次に、3 及び 4 についてお答えいたします。 

路線バスの運賃は、利用する区間に応じて 10 円単位で設定されております。小銭を

必要としない簡便な運賃設定としては、100 円単位での運賃設定、あるいは、一律運賃

の設定などが考えられます。いずれの運賃設定を想定しても、遠距離利用者の運賃を割

り引いた場合に発生する割引分の減収を補えないリスクが生じることから、現実的では

ないと考えております。また、運行事業者である会津乗合自動車株式会社において、交

通系ＩＣカード等のキャッシュレス決済機能の導入について検討が進められており、導
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入されれば、利用者の利便性が向上するものと期待しております。 

なお、現在実施しております、公共交通と商店街が連携した高齢者にやさしいまちづ

くりバス券補助事業につきましては、現状の会津坂下町内エリアでの乗降を対象とした

エコノミーバス券補助だけではなく、乗降範囲を定めない普通回数券のどちらかを選択

して交付できるよう検討しており、利用者の利便性向上を図ってまいります。 

 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

議長、12 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

12 番、五十嵐一夫君。 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

それでは若干再質問をさせていただきます。第 1 のほうからまいります。 

有意義な取り組みであると認識はしているということで答弁があったんですけれども、

ちょっとニーズがね、ちょっと理解していないんじゃないかと思うんですよ。ここのね、

観光客やビジネスマン、長期滞在労働者などにより一時的に満室状態となることはある

ものの不足感はなく、今のところ宿泊需要に対応できているようでありますというとこ

ろですけれども、ここがね、ただ、いろいろ坂下に来た方の人の聞くと、坂下では泊ま

るところがないと言ってるんですよ。ここなんです。ここで認識のずれ、ね。それは来

た方は一人で来たりとかそういった方がいる。それでビジネスで泊まったりする。 

それとあと坂下ではね、会議とかそういったやつが結構多く開かれるんですよ。両沼

の中心だから。 

そうすると、帰るときに代行で帰るんだけれども、代行がなかなか来ないけど本当に

んこなときにホテルあったらいいんだけどなあと、そういうふうなことをよく言われる

んです。そういったことについてね、ニーズのずれがあるんだけども、そこについては

どう考えますか。 

 

◎産業課長(五十嵐吉雄君) 

議長、産業課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

五十嵐産業課長。 

◎産業課長(五十嵐吉雄君) 

ニーズの部分でありますが、それこそ坂下町というのは先ほど来からもありましたが、

地の利というような部分が優位性であるというようなことでありまして、確かにいろん

な人の往来、交通、会議の開催等におきましては他町村から比べてですね、会津の中心

的な部分であるというふうに考えております。 

議員おただしのそのニーズの部分でありますが、町的、事務局的にもですね、いろん

な形でニーズ調査という部分をしているわけでありますけれども、今回、答弁の中で需

要を満たしているというようなことであったわけでありますけれども、今後ですね、ま
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た改めてそういったニーズ調査、それから今後の動向も踏まえてですね、本当に坂下町

に適した宿泊施設、それが継続して事業継続されていくようなですね、そういった部分

を調査しながら、企業誘致と含めてですね、本当に重要な宿泊施設の誘致事業であると

いうふうに考えております。 

また、そのことがですね、商店街やいろんな波及効果があるというふうに認識してお

りますので、そういったニーズ調査につきましては、いろんな機会を捉えながらですね、

あらためて再度調査研究をしていきたいというふうに考えております。 

 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

議長、12 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

12 番、五十嵐一夫君。 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

いろんな効果でね、私もいろんなこと言ってることはあるんですが、還暦とかね、古

希の祝いというのが遠くから来る方だと、だいたいすぐ東山とか芦の牧だとかってやっ

てるんですね。坂下にそういった宿泊施設があると坂下に誘致することも可能なんです

ね。坂下でやることもね。坂下の料理屋さんを使って、じゃ、夜は泊まるとかね。 

あと成人式だって若者が自分の家に来たときに泊まれる人もいるけれども卒業したば

っかりだから泊まれるでしょうけれども、泊まれない人もいるわけですね。そういった

ことでこういったところに利用できるということもあります。そういったこととあと新

鶴温泉なんかね、私行ったけれども、あそこに止まっている車見たら、やっぱり坂下か

ら新鶴工業団地に行った企業の車。するとやっぱりその企業に行ったり来たりしてその

関係の方がそこに泊まったりしているんですね。それが行かなかったら坂下にあれば坂

下にそれだけお金が落ちたわけなんです。 

それでね、課長にお伺いするのは、現状でね、課長は満足してるのかということなん

です、一つ。こういう状態で。今のない状態で、やっぱりこれやってみなくちゃいけな

いとかって切実なこと考えているのか、満足しているのか。 

あとね、何かアクションを起したのか、取り組みをしたのか、そのことについての 2

点お伺いします。 

 

◎産業課長(五十嵐吉雄君) 

議長、産業課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

五十嵐産業課長。 

◎産業課長(五十嵐吉雄君) 

現在町内には宿泊施設という部分では五つございます。その五つでですね、それぞれ

に年間を通した中で客の入り込みの多いときり、少ないときなりという部分があろうか

と思います。 
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この宿泊施設の効果という部分は、非常に大きな波及効果があるわけでありまして、

現時点におきましては、本当に必要性というか本当に将来に向けてですね、喫緊の将来

に向けての調査研究というものは必要であるというふうに認識しておりますので、そう

いった部分を踏まえながら、昨年度は 10 月 1 日でありますが、福島県の東京事務所の

ほうに訪問をしてまいりました。 

その中で宿泊企業のですね、動向なりまたは需要の状況なりという部分で意見交換を

してきたところでございますので、こういった宿泊企業の誘致の部分につきましては、

本当に誘致してそれが継続して事業展開される。そのことがいろんな意味で町内にいろ

んな意味の活性をもたらしていくというような循環をですね、本当に調査研究をして、

坂下町のそういった産業の経済の活性に結び付けていかなければいけないというふう

な認識でおります。 

 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

議長、12 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

12 番、五十嵐一夫君。 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

台湾の方がね、三島町によく行きます。その方たちが来たときどこに泊まるか。若松

なんですよ。やっぱり泊まるところがないと言ってんです。いろんなところあるけれど

も、自分たちのニーズに合った泊まるところはないということなんですね。 

だから、その受け皿として坂下町ということは考えられるんですよ。あと、東京の今

いったところの窓口に行ってきました。そういったところ、それも一つのアクションだ

っていうことを思うけれども、企業訪問しなさい。企業訪問。企業訪問して坂下の優位

性、そういったところ、坂下は奥会津の玄関口でもある。そういったところを売り込む

んでよ。 

さっき五十嵐正康議員が言ったブランド化と同じく、売り込む。そういった姿勢をや

っていく。何回もいくんですよ。南会津町について言ったけれども、ビジネスホテル、

40 から 50 室できたでしょう。ああいったところがやってるんであればああいったとこ

ろにも行ってみるとかで、行くこと。ここに坂下町にいないでそういうふうにお願いし

ます。 

次、トイレに移ります。トイレがね、認識として、認識度がよく協議をしているとい

うことを感じたんでありますが、立木観音の売店の方ともお話したら、やはり来た方が

早めに帰っちゃうんですよ。ガイドさんとかそういったことで、トイレ次のところにい

きましょうねってさっさと帰っちゃった。長くいれば買ったりもするわけですね。 

だからね、汚いイメージの観光地はさっさと通過してしまうんですよ。立木観音が三

十三観音だなんだとかと言ったって、トイレがね、そういうふうなお粗末な状態、あま

り言うと怒られるかもしれません。その持ち主にね。 

やっぱり何とかイメージアップするトイレにやっていかないと、それは町とタイアッ
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プしていかなくちゃいけないんですよ。それで只見線が来年度開通ということで、全線

開通ということで早い完成が望まれるわけですが、やはり道の駅がね、なんで繁盛して

るのか。トイレによるから繁盛してんですよ。 

やっぱりそういうふうになんでかということを考えなくちゃいけないのね。だからこ

のトイレは喫緊の課題。もう少しで取り組みについて前向きなことができないのか。あ

と坂下駅、坂下駅のトイレ、これＪＲと協議ということでありますけれども、ＪＲも早

く言えば汚いよね。自分たちの駅にね、来るお客さんたちを対象にする人たちも使って、

前はね、あそこはトイレは両側使えたんですよ。昔はね。 

それ、あそこのトイレがなかったらＪＲの利用者は、じゃ、どうすんですかとなるね。

だから、そういったことはね、強く言わなくちゃいけない。ＪＲにも。あんたたち何考

えてんだと、そのくらい言うべきなんですよ。私だったら言いますね。 

だから、もう少しその取り組みについてもうちょっとスケジュール的に早めたり、そ

ういったことができないのかお伺いいたします。 

 

◎産業課長(五十嵐吉雄君) 

議長、産業課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

五十嵐産業課長。 

◎産業課長(五十嵐吉雄君) 

立木観音のトイレという部分で申し上げたいというふうに思います。立木観音のトイ

レにつきましては、昭和 55 年の改修以来 38 年が経っているということでありまして、

本当に老朽化が進んでいるということで建て替えは喫緊の課題であるというふうに認

識をしているところでございます。 

30 年度にですね、プレ要望ということで 31 年完成に向けて要望もしてきたわけであ

りますけれども、その中で、繰り返しになりますけれども、建屋、それから浄化槽の部

分が補助金が使えないというようなことで、今一時中止というか断念をしているような

状況でありますけれども、今後もですね、観光、それから文化の部分の補助事業の調査

研究をですね、早急に進めて、いい事業があればその事業で活用していく必要があると

いうふうに考えております。 

その中で実施計画の部分でありますが、早急にあげなければいけないなというふうに

は感じておりますけれども、いろんな条件整備をですね、ある程度環境整備をとった中

で一日も早くですね、一年でも早くあげられるような状況をつくっていかなければいけ

ないというふうに感じているところでございます。 

その中で現在立木観音の協力によってですね、トイレの部分は非常に衛生、衛生とい

うか清掃をですね、しっかりやっていただいておりまして、非常に感謝を申し上げてい

るところでございます。 

そういった意味においてもトイレ、公衆トイレの建設は喫緊の課題であるというよう

なことで、今後もですね、継続して研究をして早期に建て替えに向けて研究調査をして
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まいります。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

私から駅のトイレの部分についてお答えさせていただきたいと思います。トイレです

けれども、これまでトイレというのは汚いとか、臭いとか、暗い、怖いといういわゆる

4Ｋで言われてきたと思います。それについて用を足すだけではなくて心地よく使うと

いうことが求められているのは事実でありまして、そのトイレ改善ということにつきま

しては、特に安全性とか、それから清潔面でそういったことを求める。特に女性が中心

となってキャステイングボードを握って改善の一翼を担ってきたような経過がありま

す。 

そういった意味で過去に渡部順子議員のほうから 2 度質問あったというのはそういう

ことの背景があったというふうに考えております。 

ふり返りますと渡部順子議員からありました駅前トイレの問題ですけれども、平成 28

年 4 月の、第 4 回の定例会におきましては公共下水道の進捗状況によって進めたいとい

うことでご回答いたしました。平成 31 年の第 1 回定例会におきましては、敷地がＪＲ

用地になっていることと、整備費用が 3,000 万以上かかるということで、非常に困難で

あること。そしてＪＲとの協議が必要だということでお答えをした経過がございます。 

その後、生活課におきましても汚水処理方法について下水道の整備状況が現時点では

不透明であるということと、あとそれから浄化槽を設置する場合におきましても現在の

場所を基本にしますと放流堰が確保できないといった問題があります。 

そういったことも踏まえまして、只見線全線開通を目の前にした現時点におきまして、

令和 2 年では実施方法につきまして町として決定をして、令和 3 年度に着手完成に向け

て進めたいということで実施計画にも上げておりますので、駅前のトイレにつきまして

はそういうことで現在進めようとしている計画であります。 

 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

議長、12 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

12 番、五十嵐一夫君。 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

駅前の通りについてですね、今答弁でＪＲの土地であるということで、そこに町がつ

くるんだから、やはりＪＲにも負担してもらうということをやっぱり前面に押し出して、

やっぱりあと一つ只見線のこの全線開通に伴うそういった事業の中でできないのか、そ

ういったところも検討していただきたいと思いますので、研究してください。 
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あと、立木観音のトイレですけれども、三十三観音でね、熊倉の話はこの前新聞にも

出てましたけれども、地元で町から、市からか、補助をもらって地元でも金を出して作

った。本当に涙ぐましい努力をしたということであります。 

私ね、ちょっと思うのは、宗教法人にね、あそこ公民館の跡地売ったわけですよね。

坂下町の近くまでコミュニティセンターがある。そこらまで下水延ばそうということで

延ばしたわけでしょう。あそこから延ばすことも一つの研究の余地があるわけですね。 

それと、やはり私はね、執行部に対してね、批判するのは一つあるんですよ。能がな

いというの。あそこの駐車場として使うんだっていう売った、売却したところを、あそ

このところにじゃ、トイレを作れとか何かやろうとか、そういったことを注文つけてや

ったらいいんじゃないかということですね。トイレも作ることも可能だと。じゃ、町で

もこういった路線を延ばすからとか、そういったことがあってやっぱり売るべきなんで

すよ。そういったことやったら、考えたらどうですかって、ただ売りっぱなし。 

おまけに 90 万も金出して置き石撤去した。だけど大型バスなど止まってないよ。私

行って見てるけど。大型バスみんなあっちの売店の近くのほうにみんな来てるから。言

われたとおりの使い方をしてないんだから、やっぱりこれからの執行として、そういっ

たことをよく売却するときは執行部ね、よくそういったことを考えてやっぱり注文つけ

てやってください、町のために。 

それでね、延ばすこと、下水を延ばしたりしてそういったところにやってもらうこと

も一つの方法だけども、そんな研究をやってみてはどうかなと思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

 

◎産業課長(五十嵐吉雄君) 

議長、産業課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

五十嵐産業課長。 

◎産業課長(五十嵐吉雄君) 

答弁の中でもですね、下水道の接続というような形の部分がありましたけれども、議

員おただしのようにですね、近くまで農業集落排水、陣が峯城の部分ですね、あります

ので、そういった既存の施設を有効にですね、活用するという部分は非常に効率的なこ

とであろうかなというふうに思っております。 

ただ、勾配の関係とかですね、そういった技術的な部分については十分に調査する必

要があるというふうに認識しておりますので、議員おただしのようなそういった取り組

みをですね、今後、それこそ事業展開できるようにですね、研究してまいります。 

 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

議長、12 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

12 番、五十嵐一夫君。 
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◎12 番(五十嵐一夫君) 

いろいろ研究してください。切に切にお願いいたします。 

次に第 3 に移ります。いろいろ西会津とのバスの協力とかね、それはわかっているん

ですよ。でもね、法律というのはね、人間が作った法律なんですね。過疎地でね、利便

性を向上するために競合するからとか、そんなこと言ってたんでは、空バスを見て、空

気だけ運んでいるようなバスを見てそれでいいのかということですよ。 

そしたら、そういったことがだめだと思ったら、何とかそういったことができないか

というそれを努力するのが大切なんです。大切なんです。 

ですから、そういった努力をすべきだと思うんですよ。やっぱり陳情なり、何回も足

しげく運んで、こういった空バスなもんで、あんたたちもそう思ってんですかとか。あ

と、県選出のいろいろ国会議員もいっぱいいらっしゃるんだから、そういったことを実

状をしゃべって何とかできないのかと、共同運行とかね、そういったことについて取り

組んでいただきたいと思うんですがいかがですか。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

西会津線の例を上げますと、西会津線が坂下に入ってくるときから、より自家用有償

バスということで、町に走る路線バスには影響与えないというのが大前提で、国が西会

津町に許可を出してる部分なんです。 

ですから、あれが通ったあと、じゃ、利便性のために坂下に乗降客を町内で乗せてく

れないかとか、町内で乗ったお客さんが町外でおりるような形にできないかということ

はできないのが前提としての認可でありますから、そこはご理解を願いたいと思います。 

ただ、今後、ただそういった条件ではなくて、ある程度近隣町村と連携する中でいろ

んな制約がある部分については、路線を引く前にやはりいろんな相談なりはしていかな

きゃいけないというふうに考えてます。 

 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

議長、12 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

12 番、五十嵐一夫君。 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

あのね、そういう決まりだとかってわかってんですよ。そういったことを決まりだ決

まりだと言ってたら乗る人だって乗れない。一番は乗る人なんだよ。使う人のためにな

ってるかどうかなの。だから、そんなことは打破するように政治家にお願いしましょう

って言ってんの私は。そのくらいやりなさいと。 
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そして我々議会議員だって別なルートからそういったことやれと言われればそれは

我々もやっていくべきだ。そう思うんですよ。そういったことを、共同で。それでね、

鉄道とバスとそういったことも一緒にね、タクシー会社もいろんなことでやっていけば

よりよい公共交通ができていくと思うんですけれども、ちょっと今の答弁ではちょっと

非常に納得しかねますので、今要望として、強い要望としてやっておいてください。 

あと、利便性の向上としてね、バス補助券によって利用促進を高めるということなん

ですけどもね、私ちょっと思うのは、バスを利用してね、なるべく使っていただくため

に会議の時間をバスが乗ってきてもらって、それから着いて、それから会議をできると

か、そういったことをやっぱり考えて欲しいということあるんですけれども、何かそう

いったちょっと一工夫、何かないのかちょっと答弁願いたいと思います。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

町で開催する例えば会議の時間等の関係と地域公共交通との関係だと思いますけれど

も、やっぱりなかなか難しいのが、議員ご指摘のように例えば町で運送している 6 路線、

これについては子どもたちの通学のためということで朝 1 便流してますけれども、その

あと午前中は便数がありません。 

ただ、若松線であればだいたい 1 時間に 1 本ぐらいは通るというような形なので、49

線に面してる区であればそのバスの利用をもって例えば 10 時の会議とかというのは来

れるような形になりますけれども、全体的に一律に動かしているわけではないので、な

かなかその部分は難しいかなとは思ってます。 

ただ、やはり今の現状では、やはり会議等行った場合でも自家用車の利用という部分

がほとんどですので、そういったものも頭に入れながら考えていかなきゃいけないとい

うふうに考えております。 

 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

議長、12 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

12 番、五十嵐一夫君。 

◎12 番(五十嵐一夫君) 

高校生のエクスプレス、ああいったやつもありますけれども、あれももったいないん

ですよ。うまく共同運行していけば、どちらにも乗れるとか、帰りはじゃ、路線バスを

使って乗れるようにするとか。そうすると路線バスに乗る人が多くなれば本数増えるん

ですよね。そういったことをしていかないと、そのうち生徒だって減ったら共倒れにな

る場合があるんですよ。鉄道も昔私鉄と国鉄が一生懸命自分たち意識でやっていたら共
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倒れになったから、今度いろいろ協力したりする。そういったことがありますので、早

いうちから協力していかなくちゃいけないということがあります。 

そういったことで、これ協議会の中でそういったこと強く言って討議していただきた

いということをこれお願いします。 

あと、乗降時間短縮のための 100 円ゾーンとか、これはね、課長、バスに乗ったこと

ありますか。ちょっと。整理券取りましたか。 

釣り銭困らなかったですか。 

あのね、釣り銭、あそこで 1,000 円入れてじゃらじゃらってやってこうやって、あの

時間というのは結構時間かかるんですよ。だから私はしょっちゅう乗っているからそう

いったことが見えるの｡だから、ああいったことをやるために 100 円均一単位のゾーン

制であるとかね、例えば 4 段階のゾーン制とか、ワンコインというのがはやるのもやっ

ぱりね、ワンコインうたい文句にするのもそこなんですよ。だからそういった発想をし

ていただきたい。そんなことをお願いします。 

あと、ちょっと認識のずれ、ＩＣカードというのはキャッシュレス決済機能の導入っ

て検討があるということは、高齢者ですからこんなもの導入されたって対応できないで

すよ。我々くらいから上ね。だからこれはちょっとそんなことは検討する必要は私はな

いと思いますけれども、協議会の中で利用者に沿った協議をしていただきたい。 

まず、協議会の方々にバスを一回利用して、どういうふうにしてバスというのを使う

のか。お金はどういうふうにして払うのか。そういったことを利用者の気持ちになって

から、そして協議会の委員になって取り組んでいただきたい。利用者側のね。それでな

いとわからない、気持ちが。 

令和 2 年度はそういったことで選んでいただいてそういうふうに取り組んでいただき

たいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

協議会の構成につきましては、これもやっぱり法律で決まってまして、事業者ですと

か組合関係の方ですとか、そういったほかに利用者団体、利用者枠というのがあります。

メンバーとしてバスの利用者については、その辺から考えていかなきゃいけないことだ

と思いますけれども、これ、前五十嵐議員のご質問にお答えしましたように､前々年度

ぐらいから例えばその団体の代表者の方で委員に来ていただく場合には、基本的にバス

利用されている方を優先的にお願いしたいというようなことでお願いしてますので、そ

の辺は今後も継続してやってまいります。 

 

◎12 番(五十嵐一夫君) 
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これで終わります。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

12 番、五十嵐一夫君。 

これをもって五十嵐一夫君の一般質問を終結いたします。 

次に、通告により、3 番、横山智代君登壇願います。 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君）(登壇) 

3 番、日本共産党、横山智代です。今年のこの暖冬は私たち雪国で生活してきた者に

とっては過ごしやすい冬ではあるものの、今までにない異常な冬と言えるでしょう。近

年、世界各地で過去の常識をくつがえすようなさまざまの異常気象が勃発しています。

国内でも記録的な猛暑や台風 15 号、19 号などによる甚大な被害も出ています。 

これらの異常気象は、温暖化抜きでは説明できないとされています。原因は人間が大

量に排出し続けてきた温室効果ガス、二酸化炭素です。これまでに地球の年平均気温は

産業革命以前と比べて約 1 度上昇しており、このままのペースでは 3 度まで上昇すると

言われています。 

WHO の発表では、二酸化炭素の濃度もこの 5 年間でその前の 5 年間に比べ 20％高く、

2018 年の二酸化炭素排出量は前年より 2％上昇しています。このままでは生態系への影

響、生活基盤やインフラの破壊、農業、漁業をはじめ各種産業における経済損失、健康

で安全な生活への脅威など厳しさは一層増していくことでしょう。 

この地球温暖化をストップさせるには、二酸化炭素を減らす以外に解決手段はありま

せん。昨年 9 月に国連本部で開かれた気候変動サミットで、皆さんもご存じのようにス

エーデンの 16 歳、グレタ・トゥーンベリーさんが人々が苦しみ、死んでいる。生態系

全体が破壊され、絶滅の始まりに直面している。それなのにあなたたちはお金や永遠の

経済成長という信じられないおとぎ話ばかり。よくもそんなことができますね、と訴え、

大きな反響を呼びました。 

気候変動問題を理解する上で重要なことは、私たちも傍観者であり続けるのではなく、

責任ある現世代の一員として行動の一歩を踏み出すことではないでしょうか。 

今、地方自治体として気候異常事態宣言を出すという運動が世界的に広がっています。

地球温暖化対策への取り組みへの表明です。世界で 1,200 以上の自治体で日本でも昨年

9 月に長崎県壱岐市で 10 月には神奈川県鎌倉市議会が気候非常事態に関する決議を採

択いたしました。12 月に長野県白馬村、そして長野県は気候非常事態宣言を表明しまし

た。 

このように地域から運動を起こすことは大変重要なことだと思います。そこで、会津

坂下町として、①環境問題をどのように考え、また町民と一緒に取り組んでいくのかそ

のお考えを伺います。 
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二つ目として、ごみ減量化の取り組みとしてのごみの有料化によるその効果と常に高

いと町民の皆さんから言われ続けているごみ袋、そのごみ袋のおむつの袋と燃やすごみ

袋の品質、価格の違いはどういうことかお伺いいたします。 

次に、教育行政について伺います。教育関連施設等の環境整備などについてですが、

近隣の市町村の中で学校の敷地内の除草作業に除草剤を使っていたというような話が

し出てきておりました。この坂下町の教育施設、関連施設では除草はどのように行われ

ているのかお伺いいたします。 

次に、学校給食費の助成についてです。会津坂下町は財政健全化に向けて取り組んで

いる中、財政が非常に困難な状態はよくわかります。ですが、それと同時に今住民の方々

も消費税の増税その他の影響もあり、大変な思いをされている方が多くいらっしゃいま

す。 

学校給食費は子どもたちの心身の成長を支える大きな教育的役割があります。どの子

も費用の心配なく安全でおいしく栄養豊かな給食を保障される。それが望ましい形と思

われます。 

憲法 26 条の 2 項に義務教育はこれを無償とするとあります。学校給食費もその一環

として行われるべきではないでしょうか。 

3 番目、職員の人材育成についてです。毎回あげさせていただいておりますが、現会

津坂下町職員の皆さんの研修はどのようになされるのか、どのように検討しているのか

お伺いいたします。 

二つ目として、今世間でジェンダー平等と叫ばれていますが、ジェンダー平等実現の

ためにこの会津坂下町の役場内ではどのように考えておられるのかお伺いいたします。 

以上をもって壇上よりの質問を終わらせていただきます。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

昼食のため休議といたします。                 (午後 0 時 04 分) 

再開を午後 1 時といたします。 

 

（休議） 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

会議を再開します。                      (午後 1 時 00 分) 

答弁願います。 

◎町長(齋藤文英君) 

議長、町長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

齋藤町長。 

◎町長(齋藤文英君)(登壇) 

3 番、横山智代議員のお質しのうち、私からは、ご質問の第 1 の 1 についてお答えい

たします。 
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今年の冬は、昨年夏場よりエルニーニョ現象の発現による暖冬が予測されていました

が、会津とは思えないような暖かい日が続き、特に 1 月は、大寒、暦の上でも一番寒く

て当然の時期にも関わらず積雪がない状況でありました。一方で、昨年の台風 19 号に

伴う未曽有の豪雨が日本各地を襲い多くの河川氾濫、洪水災害をもたらし、気候変動が

要因と考えられる被害も多発しております。環境問題、地球温暖化についての対策が急

務であることを感じさせられました。 

これに対する世界の動きとしては、地球温暖化対策として 2015年にパリで開かれた、

温室効果ガス削減に関する国際的取り決め、国連気候変動枠組条約締約国会議、通称Ｃ

ＯＰでありますが、これで合意されたパリ協定があります。 

また、環境省ではＳＤＧｓ、持続可能な開発目標及び地域循環共生圏づくりへの積極

的参画の取り組みを呼びかけております。 

本町においては、平成 15 年ＩＳＯ14001 を取得し、地球温暖化対策に取り組み、平

成 24 年に行政、町民、事業者が一体となり温室効果ガスの削減を目的として温暖化対

策に取り組むものとして、会津坂下町地球温暖化対策基本計画書、ばんげエコタウンプ

ランを策定いたしました。 

町は地球環境を意識した循環型社会の形成のため、ごみの減量化、リサイクルの推進、

衛生環境美化活動の展開などに取り組んでおります。しかし、各種取り組みの中で、行

政の役割だけでの取り組みでは限界感があることも認識したところであります。町民、

事業者の皆さんと連携し協力しながら対策に取り組むことが不可欠であり、町民一人ひ

とりが環境問題に関心を持ち、一緒に考えていかなければなりません。 

環境問題の取り組みは、行政として、そのきっかけづくりの先導的役割を果たし、小

さなアクションでも行政と町民が長く続けていくことが重要であり、すぐには結果とし

て見えませんが、持続可能で、豊かな未来を目指し、第六次振興計画にある、坂下の将

来像やっぱりばんげがいい、住み続けたい、やりたい事があふれるまちの実現に向けて

取り組んでまいりたいと考えております。 

その他の質問につきましては、担当課長より答弁させますので、よろしくお願いいた

します。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

私からは、ご質問の第 1 の 2 についてお答えいたします。 

まずは、ごみ処理有料化及びそれに伴うごみ減量化の取り組みについて、町民皆様の

ご理解とご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

町のごみ袋の品質につきましては、材質にポリエチレンを使用しており、40 リットル

の可燃ごみ袋で厚み 0.03 ミリメートル、不燃ごみ袋で 0.04 ミリメートルであり、いず
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れも耐冷温度はマイナス 30 度であります。取り扱い上の注意としましては、火のそば

や直射日光を避けて保管をしていただくことが、購入した際にロールを束ねてある紙に

記載されております。 

ポリエチレンは、引っ張りに強く、伸びにくいという特性があります。また、以前使

用していた炭酸カルシウム含有の袋に比べ、燃やしても有害ガスやダイオキシン等の発

生もなく、環境にやさしいエコ素材でありますので、今後もこの材質をごみ袋に使用し

てまいりたいと考えております。 

次にごみ袋の価格でありますが、本町ではごみ処理の有料化の取り組みについて、町

民皆様のご理解とご協力を得て、ごみ排出量の削減及び排出者の負担の公平化を目的に

実施しております。それに伴う処理手数料は、基金として積立をし、長期的な財政計画

に基づき、廃棄物処理施設の整備及び廃棄物減量化推進事業に対応しているところであ

ります。 

有料化導入後の成果として、全体的にみますと、ごみ排出量は減少傾向にあることか

ら、今後におきましても、現状のごみ処理有料化事業の継続を維持してまいりたいと考

えております。 

 

◎教育課長(青木睦昭君) 

議長、教育課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

青木教育課長。 

◎教育課長(青木睦昭君) 

私からは、ご質問の第 2 についてお答えいたします。 

はじめに、1 についてお答えいたします。 

一つ目に幼稚園・小学校・中学校の砂場、築山等ですが、子どもに危険を及ぼすもの

がないか、日々職員が注視するようにしており、特に砂場については、遊びや陸上で使

用する時以外は、猫のいたずらや破傷風防止のため、シートで覆い、また、カラス、猫

等の糞尿を発見した場合は、消毒液をかける等の対策を指導しているところであります。 

二つ目に遊具の管理についてですが、幼稚園・小学校・中学校では年１回の業者委託

により安全点検を行い、更に小学校・中学校では毎月１回の学校内安全点検を行い、危

険箇所があれば随時、教育委員会と協議を行い、修繕が必要であれば、迅速に対応する

こととしております。 

三つ目に施設敷地内の除草についてですが、保育所・幼稚園・小学校・中学校ごとに

用務員またはＰＴＡの奉仕活動による鎌、草刈り機械を使用した草刈りを年 2 回から 4

回程度行っております。環境に配慮した低農薬の除草剤であっても、使用については禁

止しております。敷地内の樹木の管理については、学校、用務員、教育委員会が安全対

策として、子どもの目線付近の枝、敷地外に伸びた枝の伐採を行い、またアメシロ消毒

については、地域の自治会活動時に同時に実施するか、教育委員会が直接行うとしてお

ります。 
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今後も子どもの安全を第一に考え、教育関連施設等の環境整備等に努めてまいります。 

次に、2 についてお答えします。 

学校給食の助成については、奥会津、南会津を含め会津管内 15 市町村の状況は、金

山町が平成 26 年度から、下郷町は平成 30 年度から給食費全額を公費負担しております。 

柳津町は平成 27 年度から、三島町、喜多方市は平成 30 年度から給食費の 2 分の 1 を

公費負担としております。また、湯川村では、給食費の一部を助成しており、15 市町村

のうち、全額助成が 2 町、一部助成は 4 市町村、9 市町村は全額保護者負担をしている

状況であります。 

本町の学校給食の食材費については、保護者負担とし、調理や運搬等、給食センター

の運営に係る費用は、今まで通り町が負担する考えであります。教育基本法及び学校教

育法の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、経

済的な負担軽減を図るため、要保護・準要保護世帯の給食費は全額援助を行っておりま

す。 

これからも季節に応じた旬の地元食材及び伝統野菜を使用し、郷土料理を献立に取り

入れ、地域を愛し、食することへの感謝の心を育み、安全、安心な給食提供に努めてま

いります。 

 

◎総務課長(大島光昭君) 

議長、総務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

大島総務課長。 

◎総務課長(大島光昭君) 

私からは、ご質問の第 3 についてお答えいたします。 

はじめに、1 についてお答えをいたします。 

より質の高い行政サービスの提供と今後の町政発展のためには、組織における人材育

成は欠かせないものと考えており、実効性の高い職員研修に、体系的・計画的に取り組

んでいるところであります。 

研修の種類としては、ふくしま自治研修センターを活用した研修や民間企業における

研修、全職員を対象とした研修、職員相互研修などに取り組んでおり、特に、職員相互

研修については、職員が講師を務めることで、講師と受講者が共にスキルアップできる

内容となっております。 

具体的には、職務職階等に応じた研修目的を明確にし、職員としての基礎知識の習得

を目的に実施する若手職員対象の研修、また、組織の中核としてのスキルアップを目的

に実施する中堅職員対象の研修、女性職員のキャリア形成支援を目的に実施する女性職

員対象の研修等に取り組んでいるところであり、今後も更なる職員の質の向上に努めて

まいります。 

次に、2 についてお答えいたします。 

平成 28 年に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、女性活躍推進法が施
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行され、政府目標として指導的地位にある女性登用を令和 2 年までに 30％とする方針が

打ち出されました。当町の指導的地位にある女性割合について、平成 28 年 4 月 1 日現

在は、班長職以上 7.6％、管理職 20％に対して、平成 31 年 4 月 1 日現在は、班長職以

上 13.8％、管理職 28.6％と女性登用も進んでおり、今後も政府目標に近い水準を目指し

ていきます。 

職員数においては、保育士・幼稚園教諭を除く男女別構成を見ますと、男性が 98 名、

女性が 39 名と男女差が開いておりますが、40 歳以下では、男性が 33 名、女性が 24 名

とある程度均衡している状況にあります。また、先ほどお答えしたとおり、女性職員の

キャリア形成支援を目的に実施する女性職員対象の研修や各種研修に取り組んでいる

ところであり、男女を問わず、組織における人材育成が、ジェンダー平等の実現に繋が

り、今後の町政発展には欠かせないものと考えております。 

しかしながら、災害発生時の緊急、かつ、大量のマンパワーの必要性等を鑑みた時に、

女性職員のキャリア形成とともに職員全体の構成についても、絶えず検討をしなければ

ならない課題だと認識をしております。 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

再質問あればお願いをいたします。 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

1 番目の環境問題についてですが、ここに行政の役割だけでの取り組みでは限界感が

あるという認識があるとの先ほど返答いただきましたが、この限界感、具体的にどのよ

うに感じてらっしゃるんでしょうか。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

限界感があるというよりは、行政も住民の方も一緒になって取り組んでいくというの

が協働の発想でありますので、その考えのもとにお答えした内容というふうに私は捉え

ております。 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 
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◎3 番(横山智代君） 

おそらくそうだとは思いましたが、この環境問題についてはやはりこれから取り組む

にあたってはたくさんのことが必要になってくる。たくさんというか行政の役割だけで

はなく、やはり今おっしゃったように町民の人たちにこの環境問題の重要性、それから

一緒に取り組んでいくべきことの啓発活動、これが非常に重要な施策だと思うんですが、

それについてはどのようにお考えでしょう。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

ごみの問題関して言えることですけれども、会津広域の中でごみの有料化というのを

実施しているのちは本町のみであります。ですが、ほかの町村と圧倒的に違うというこ

とはごみの排出量が会津広域の平均に比べて 20％も少ないという結果があります。 

これについては町民の方が皆様が努力した結果だと思いますので、一人ひとりの努力

がそういったことの結果として現れているというふうに判断しております。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

この環境問題に関して私が最初に述べましたのは、やはり啓発活動も含め、やはりこ

の異常な気候非常事態ということで、やはり広く皆さんにそれを表明していくことが大

変重要だと思いますし、また、後世にあたって、ああ、あのときやっておけば、言って

おけばというようなことがないように、今伝えることで、ああ、あのときにやっていれ

ば間に合っていたのになどということがないように、やはり常に今だけではなく常に呼

び掛けいくということも必要だとは思うんですが、地域再生可能エネルギーの活用への

転換、これも大変重要なことだと思うんですが、それについてはどのようにお考えでし

ょうか。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

今ほど地球規模でというお話が出ましたので、その点についてちょっとお話したいと
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思います。町長答弁でもありましたけれども、SDGs の話が答弁の中で出しましたけれ

ども、書店に行きましても結構 SDGs 化に対しての本というのが多く出版されておりま

す。 

SDGs というのは行政はもちろんですけれども、住民とかあとそれから企業も含めた

中で 17 の目標というのがありまして、それに向かって一人ひとりができることから始

めるということの内容になっております。 

それは環境だけでなくて、貧困の問題とか、あと健康の問題とか、それから今回の質

問でありましたジェンダーの問題というのもこの 17 項目に入っております。そこで一

人ひとりがみなできることを何かしようということの内容になっております。 

例えばですけれども、午前中の五十嵐議員の質問からありました公共交通の問題です

と、私自身としてもときどき公共交通を利用しております。その証拠としまして例えば

若松にバスで行くときは 710 円かかりますし、電車でいくと 420 円ということでこれが

証拠の一つになっているかと思いますが、そういったことで一人ひとりができることと

いうことで始めるのがやっぱり環境も含めた内容になっておりますので、地球規模での

ご質問ということですとこういうことでお答えさせていただきたいと思います。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

ちょっと質問とずれているような回答で、地域再生可能エネルギー活用への転換につ

いてということで質問したんですが、これについては大枠になってしまうと思いますで、

また別の機会に質問させていただきたいと思います。 

それで次にごみの問題ですが、ごみ袋ですが、ここにポリエチレンは引っ張りに強く

伸びにくいという特性がある。確かに伸びにくいのは伸びにくいんですが、この引っ張

りに強いということはちょっと納得ができないというか、引っ張ることによって切れて

しまったというような話も多くありますし、それで切れてしまったのをガムテープで張

り付けてまた使っていますという話もあるんですが、引っ張りに強いんでしょうか。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

確かピンホールとかで裂ける場合というのは袋ですのであるかと思います。全く切れ

ないということはあり得ないことですので、それは使い方かなというふうに思います。

材質的にはこのポリエチレンにつきましては国内産を使用しており、材質的に非常に問



39 ／第２日 

 

題ないというふうに考えております。 

中国産を使用しているところの市町村のごみ袋でありますけれども、今回のコロナウ

イルスの影響を受けまして供給が止まったというところもあります。安かろう悪かろう

じゃないということで坂下町のほうは素材を考えておりますので、今この場を使いまし

てアナウンスをしていきたいと思います。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

引っ張りに強いのかと聞いたんです。伸びにくいという特性があるから、だから突き

刺さったりとか穴が空いたりとかということはあると思うんですけれども、引っ張りに

強くはないと思うんですよ。本当に外そうと思って、外そうと思ってというか、ロール

から外すときにちょっと引っぱっただけで切れてしまったり、縦に裂けるということは

引っ張りに強いとは言えないと思うんですが。 

それと坂下町の場合は 40 リットル、それから 20 リットル、10 リットルの可燃ごみ

の袋がありますが、おむつ用の袋、おむつ用の袋は 20 リットル。ただ、おむつ用の袋

だけは 40 リットル、20 リットルの可燃の袋と比べて材質が違うように思うんですが、

その点はいかがでしょうか。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

素材については全く同じもので、色だけがピンクと黄色というふうに違うようになっ

ております。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

私も買ってまいりましたけれども、おむつの袋は若干黄色い袋よりも柔らかい袋にな

っていると思います。そして 20 リットルですが、おむつ用は、値段が可燃の 20 リット

ルよりも半額の金額になっているんですが、それについてはどのように。 
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◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

値段が安い部分につきましては高齢者とかあとお子さんのいる家庭を配慮した上での

設定をしております。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

最近耳にするのはおむつの袋の中に一般のやっぱり燃えるごみとかそういったものを

やはり一緒に入れて出すという方が若干見受けられるということと、前に私ども議員で

処理場を見学したときに見てまいりましたが、おむつの袋もそれから可燃の袋も収集は

一緒です。そして可燃処理する場合も分けるわけではなく一緒になっています。 

やはり住民の方からも聞かれていますが、同じように処理されて、同じように回収し

て同じように処理されるのに、どうしておむつ用の袋だけ安いんだから同じような形で

ほかの袋も同じような値段にならないのかということが疑問としてあげられています

が、いかがでしょう。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

値段の問題につきましては、先ほど答弁したとおりでございます。あと、先ほどお話

にありました混在して入れる方がいらっしゃるという話もありましたけれども、私ども

のほうとしましても中身を開けて確認するということはプライバシーの面とか、あと衛

生面の問題でもそういったことはできませんけれども、ただ、このような状況が続く場

合ですけれども、現在安くしているおむつの袋の対応もやめざるを得ない状況にもなる

ということもありますので、いま一度適正な使用ということで皆さんにお願いしたいと

思います。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 
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3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

確かに子どもさんのおむつ、それから介護をしてらっしゃる方のおむつのこの処理の

ための袋ということで値段をそのまま安くというのもわからなくはないんですが、ここ

まで安くできるんであればほかの袋だって安くできるんじゃないかということと、それ

とこのごみ袋ですけれども、ほかの市町村と比べてやはり高い。 

それは先ほどからお伺いしているようにごみの減量化につながっているということな

んですけれども、じゃ、このごみ袋、この値段にして、そして皆さんに使っていただく

ということに対して、どのようにその効果が現れて、具体的にその成果というか、ごみ

が減少していると言いますけれども、具体的にはっきりどのぐらいということを示して

いただきたいと思います。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

改めて有料化の話が出ましたので、改めて回答させていただきますけれども、有料化

というのは現在のところ全国で 3 分の 2 の自治体が採用しております。そしてその採用

してる市町村についてもさらに増えているという状況があります。 

併せましてレジ袋の有料化も現在国内では進んでおりまして、本町のこの有料化とい

うのをもとに戻すということは時計の針をもとに戻すことになってしまうのではない

かというふうに考えております。 

本町のこのごみの有料化によりまして、広域の 10 市町村のほうでは、先ほども申し

上げましたけれども、ごみの排出量ということで圧倒的な差がついております。本町に

おきましては平均で約 20％のごみの排出量が少ないということがありますので、それが

一つの成果というふうに思っておりますので、ごみ袋の有料化及び成果ということでお

答えさせていただきます。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

ほかの町村でもやっているからではなくて、今、確かに坂下町としてこのごみの減量

化ということにあたって進めているということに対して皆さんも理解はしていると思

いますが、これに伴う処理手数料ですか、ごみ袋のそれを基金として積み立てをしてい

るということですけれども、この積み立ての額はどのぐらいになっているんでしょうか。 
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◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

ごみ有料化によりまして手数料として町に入ってくるわけですけれども、平成 26 年

度から積み立てをしておりまして、積み立て分とあとそれから資源回収の褒賞金という

ことでごみ減量化のためにその分についても出させていただきます。 

毎年ですけれども、約 1,200 万程度積み立てを行っておりまして、26 年度から、ちょ

っと今詳しい資料は持ってきませんでしたけれども、平成 26 年から約 1,200 万分を積

み立てしているその累計だというふうに考えていただければと思います。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

26 年ではなくて、平成 22 年からの積み立てではないんでしょうか。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

ごみ処理有料化が始まったのは確か平成 22 年ですけれども、26 年にはその累計とい

うか 2 年分を実はまとめて基金として出した時期がありまして、実際のところ積み立て

が開始したのは平成 26 年ということでお答えいたします。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

このごみの手数料分ですが、この中から各自治体というか各町内会とかそういうとこ

ろに対して環境美化委員の報奨費もこの中から支給されているということですか。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 
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議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

この手数料の分から出しているのはいわゆる基金の積み立て分と、あとそれからコン

ポストとかあと生ごみ処理機を買ったときの補助金分、あとそれから資源回収の褒賞金

ということで 3 通りが出ておりまして、環境美化推進委員の分につきましてはこちらの

手数料からは出しておりません。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

そのいろんな部分でこの部分から出ているということに対して、町民の方はすべてこ

の手数料分は施設の建設費のほうに当てられる基金としてためられているというふう

に思ってらっしゃる方がほとんどだと思うんです。それで、それについてやはりちゃん

と広報なりなんなりの形で、現在、この基金がいくらになって、そしてその中からこう

いう形でこの部分も支払っていますというような形はきちっと出していただかないと、

ほかの方々はたまたまお話をしたときに、いや、いろんな補助金もここから出てるんじ

ゃないでしょうかねっていう話をしますと、えっ、そんなの知らなかった。もちろんそ

ういう話が出てきますので、それについてはきちっとやはり広報なりなんなりで明らか

にしていただいて、皆さんと一緒にどういう形でこのごみ減量化について、役場だけで

ただ皆さんごみの減量化に協力してくださいだけでは前にも進みませんし、先ほどから

お話しておりますように、この地球温暖化に向けてのまず第一歩として坂下町の町民と

して皆さんと一緒にできることというような問いかけができるようなそういう施策を

ぜひこれから考えいただきたいと思いますがいいがでしょう。 

 

◎生活課長(村山隆之君) 

議長、生活課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

村山生活課長。 

◎生活課長(村山隆之君) 

地球規模でのというお話になりますと、やはり住民一人ひとりがみんな協力してごみ

減量化に取り組んでいくのがその地球規模での環境改善になるかと思いますので、その

ためにも現在広域市町村の中で行っているごみ処理有料化というのをほかの町村にも

進めていくのも一つかと思います。 

そしてそうすることによって会津全域、そして全国、そして全世界でということに広
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まるかと思いますので、私たちの取り組みというのをどんどんほかに伝えていくという

のが私たち行政、そして住民一人ひとりのやるべき仕事かというふうに考えております。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

ですからそういう形でまずそれが今の温暖化に向けてみんなの一歩が大きくつながっ

ていくことになるというような形で、ぜひそれをことあるごとにいろんな形でお知らせ

いただきたいと思います。 

それでは次に教育関連施設等の環境整備についてですが、ここでありますように、教

育関連施設に関しては今まで除草剤などは全く使ったことがなかったんでしょうか。 

 

◎教育課長(青木睦昭君) 

議長、教育課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

青木教育課長。 

◎教育課長(青木睦昭君) 

今回回答させていただく際にあたって、各教育関連施設から一応調査ということでさ

せていただきました。ある小学校あたりですと過去においてですよ、何年前かちょっと

わかりませんが、ちょうどヘェンスの周りとか草刈り機が使えないところは一部除草剤

まいたというような報告が入っていますが、現在のところは、やはり有害であるという

部分でありますので､使ってないというような部分であります。以上であります。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

やはり除草剤はいろいろな形で今問題視もされておりますし、これからも子育て交流

センターもありますし、そういった面で確かに広くなればなるほど除草という形は大変

になるとは思うんですが、現在、除草剤、特にラウンドアップなどが広く使われている

と思います。そのラウンドアップの中の成分のグリホサートが大変問題視されていて、

現在、私たちが調べているところでは、輸入小麦で作られた給食用のパンなどからこの

グリホサートが検出されているっていうような事例が大変多く出ておりますが、発癌性

や急性毒性、それから自閉症など発達障がい、それから生殖系への危険とか、妊娠期間

の短縮、それからパーキンソン病などを引き起こすなどという報告もなされていますの
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で、厳重に、そしてご父兄の方とか、保護者の方とかそれから周りで農作業されてる方

などにもこれからそれに対する啓蒙活動のような形で、やはり子どもたちを守っていく

ためには、ぜひそういった環境の整備、そして除草剤とかは飛散すると大気中を舞って、

そして飛んでいくというようなそういった危険も出てくると思いますので 、その辺も

ぜひ啓蒙活動していただくということをぜひお願いしたいと思います。 

それと、次に学校給食ですが、学校給食についてはいろんな問題があって再三お伺い

しておりますが、毎回同じような返答いただいておりますので、だいたい予想はしてお

りましたが、現在、福島県内 59 市町村のうち 32 の自治体が今、給食費の軽減補助をし

ております。 

その中で出てきてますのは、お隣の湯川村ですが、同じ給食センターで作られている

ものを子どもたちも一緒に食しておりまして、湯川村の場合は一部補助ということで 1

食あたり小学生が 33 円、それから中学生が 27 円の補助、第 3 子以降は無料という形で

湯川村はやっている状態だそうです。 

このようにしろということではないにしても、やはりそれを知ってらっしゃる保護者

の中では、同じところから出て同じように食べているものに対して湯川村ではそういう

形になっているんだねという形で出ております。 

ぜひ、これは長い目で見て子どもたちのやはりいろいろ健康を考えたり、それから坂

下町の財政を考えればかなり大変だということは十分承知はしておりますが、ぜひ少し

ずつでもそれが実施されるような形でぜひご検討いただきたい。教育予算を増やしてい

ただけるようにしていただけたらと思っております。 

それでは次に移ります。次ですが、毎回出させていただいております職員の人材育成

についてですが、毎回いろんなところからいろんな苦情なり相談が寄せられておりまし

て、坂下町の職員の方たち、一生懸命お仕事してくださっていると思いますが、配慮が

足りない。あと町民の方に対するやっぱり思いやりに欠けるといった声が多数聞かれま

す。 

特に下の部分、戸籍なりそれからお金を納めるところにいくと、お金の話というのは

誰でも聞かれたくない、多いにしろ少ないにしろ聞かれたくないような場所でありなが

ら、大きな声で周りの人たちがいるにもかかわらず頭ごなしにそんなことも知らないの

かとか、そういった形で発言するというものはいかがなものかという。そうなると一体

町の職員の人たちはそういった相手を思いやるようなそういった指導はされていない

のかというような声も聞かれておりますが、それについていかがでしょう。 

 

◎総務課長(大島光昭君) 

議長、総務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

大島総務課長。 

◎総務課長(大島光昭君) 

一部の職員がですね、やっぱり町民の方々に対して大変不快な思いをさせたというよ
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うなことはこの場を借りて私のほうからも謝りたいというふうに思います。なお、今横

山議員おっしゃったような点につきましてはですね、先ほども答弁の中でも若干ふれま

したが、各課、それこそ課長会の中でもですね、話し合いがされました。 

個別の事案についてはですね、いろいろ住民の声等でも寄せられるわけでありますけ

れども、その事実関係をですね、場合によってはその事象によりますけれども、私だけ

ではなくて副町長も含めた中でそういった事実確認をして、実際にそういうことがあっ

たということであれば、その辺についてはただしていかなければなりませんので、ただ、

通常の職員の研修とかですね、そういったものでただせるものでもないというようなこ

とであれば、これは個別にですね、その辺は矯正という言葉がちょっと適当かどうかあ

れですが、そういった形をしていかなければならないということでありますけれども、

ただ、今現在としては、組織としてそういったことの出ないような形での研修という形

で答弁をさせていただいたというようなことでありますのでご理解をいただきたいと

思います。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

やはりいろいろな方たちと話をしていく中で、町の職員に対してはやはり使命感をも

ってほしい。それは地域に、それから住民のことをよく知るということが根底にやはり

必要だということ。それと法律、条例についての知識をやはり持ってほしい。これは当

然のことだと思います。 

それと事務処理能力、これについてもある住民の方が、行った際に、一つのことをや

るのにも何回も何回も同じことを繰り返したり、それから隣にいる年輩の方に聞きなが

らやっていてもなかなか進まなかったり。それはある程度我慢して見ているにしても、

それにも限界があるというような声も聞かれました。 

それとコミュニケーション能力、このコミュニケーション能力がやはり欠けていくこ

とでやはり住民の方たちとの意思疎通がやはり足りないんではないかということです。 

それで、これはあるところの、岩手県の雫石町ですが、ここでは職員研修計画という

ような形で今現在は第三次計画になっているようですが、それに対してやはり政策形式

の主体は町民であるという認識のもとにやっているということです。 

それについて特に気になったのは、住民目線で思考し、迅速に行動できる職員を養成

するということ。それと、住民への説明責任を自覚し、住民とともに地域づくりに取り

組む。現状に満足せず、常に謙虚な態度で学ぶことができるような職員を望みたいとい

うようなもと、この職員研修を実施しているそうです。 

その中で自己啓発、これはもう全ての人たちに言えることであると思いますし、自己

啓発または自己改革、そういったものが本当に必要だと思います。それによって一人ひ
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とりの意識を高め、そして前にも私も提案したと思いますが、職員提案制度というもの

を実施し、その提案制度によって提案された内容、これを職員たちが自らやはり進んで

行うことによって、さらに自信を深め、そしてその中で事務処理能力またはコミュニケ

ーション力とかそういったものが養われていく。そういったものをとっても大切にして

いるようです。 

そういった形でこの職員提案制度についてはどのように取り組まれるというか、取り

組んでいかれる計画はおありでしょうか。 

 

◎総務課長(大島光昭君) 

議長、総務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

大島総務課長。 

◎総務課長(大島光昭君) 

過去にやっぱり職員の自己申告書というようなことで、これ今までですね、今まで職

員が経験してきた職歴であるとか、あるいは 4 月の人事異動に関しての自分の異動先で

あるとか、その中にも研修の経過であるとか記載する欄もございます。いろんな意見も

そこで提案の部分もありますので、実際にはですね、その自己申告書とは別にですね、

職員の提案制度というようなものをかつては設けましてですね、自己申告書と同じくし

て提出してですね、その辺で提案されたものが現実可能であるかどうかというようなこ

とを査定といいますか、その辺を精査しまして現実できるものはしていこうというよう

なことでかつてはやったような経験もございます。 

ただ、これからどうなんだというようなことでありますけれども、なかなか職員、今

171 名というようなことでおりますけれども、その中でなかなか提案が出てこないとい

うようなところもあんですけれども、実際にはその様式の中で提案を出せるところもあ

りますので、それを併用して私はやっていきたいというふうなふうに思います。 

ただ、どうしてもやっぱり別紙でないとできないのかというようなことであればその

辺は様式も変更しながら今後その辺も研究していきたいというふうなふうに思います

のでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

◎3 番(横山智代君） 

議長、3 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

3 番、横山智代君。 

◎3 番(横山智代君） 

最後にジェンダー平等ですが、女性だからとか男性だからではなくて、誰もが性別に

こだわらず、そしてかかわらず、平等に機会を与えられる社会の実現というような形が

このジェンダー平等だと思いますので、ぜひこれからもこういった視点で取り組んでい

っていただきたいと思います。以上で質問を終わります。 
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◎副議長（猪俣恒雄君） 

これをもって、横山智代君の一般質問を終結いたします。 

次に、通告により 6 番、佐藤宗太君、登壇願います。 

◎6 番(佐藤宗太君） 

議長、6 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

6 番、佐藤宗太君。 

◎6 番(佐藤宗太君） 

6 番、佐藤宗太でございます。通告の順に従いまして一般質問をいたします。 

私は、当町は財政が厳しい期間の中にあっても希望と夢あふれる町であってほしいと

願っております。 

東日本大震災後、東京電力福島第一原子力発電所事故による風評被害に苦慮しながら

も町民の皆さん、そして町に思いを馳せる方々のさまざまな取り組み、挑戦のおかげで

少しずつではありますが、復興の兆しが見え始めております。 

私は挑戦なくして改善は図れない。挑戦なくして成果は生まれないと考えております。

当町は町民のために挑戦し続ける町であってほしいと思いますし、若者に挑戦できる環

境を提供できる町であってほしいと思います。また、それを応援することのできる町で

あってほしいと切に願っております。越えなくてはならない課題は少なくありませんが、

英知と決断力で未来を切り開く執行をしていただきたいと思います。 

それらの思いをのせて一般質問をいたします。 

先日 2 月 19 日に、気象庁は歴史に名を残す甚大な被害を及ぼした台風 19 号を令和元

年東日本台風に命名しました。台風を名付けるのは 1977 年以降 43 年ぶりとなり、関東

甲信や東北地方で多くの河川が氾濫し、死者と行方不明者は 102 名にのぼり、損壊家屋

は全壊 3,280 棟、半壊 2 万 9,638 棟、浸水家屋は 3 万棟以上に達しました。当町におき

ましても道路の冠水、建物の床上や床下浸水、田畑への被害などがありました。 

そこで次についておただしいたします。 

第 1、災害と防災について。 

1、台風 19 号における被害の復旧状況は。 

2、河川氾濫地域の現状と対策は。 

3、今後の課題は。 

次に第 2 ですが、当町の財政に寄与しているふるさと納税ですが、2020 年 4 月 1 日

より、企業版ふるさと納税により、大幅税制改革予定であり、企業版ふるさと納税は法

人税から 9 割が差し引かれ、実質負担 1 割の仕組みに変わるとされ、注目されておりま

す。実質 1 割の負担で企業として自治体に寄附を行ない、認定手続きの簡素化など自治

体にとっても企業にとっても非常に利便性が高まることが期待されております。 

制度上の課題は少なくないと思いますが、ふるさと納税を促進させるときに申し上げ

ましたとおり、有効活用すれば自己財源増の可能性があり、有効活用しなければ自己財
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源減の可能性がある中で、制度を有効活用するのか、それとも有効活用できないのかと

いうことを問いたいのです。 

私は財政が厳しい今だからこそ英知と創意で有効活用をしていただきたいと切に願っ

ております。そこで次についておただしいたします。 

第 2、自己財源確保について。 

1、ふるさと納税の現状と見込について。 

2、企業版ふるさと納税、地方創生応援税制の現状と見込について。 

3、事業資金確保のために、クラウドファンディングなどの資金調達をする考えは。 

次に第 3 についてですが、私は子どもたちの未来の選択肢を広げるために、ＩＣＴリ

テラシーは非常に重要だと考えます。ＩＴの発展により今までの知識重視の学力評価は

今や多くの人がパソコンやスマホ、タブレットを持っており、検索すればすぐ知ること

ができる時代のため、知識重視の価値が低くなっており、むしろその知識をどう活用す

るか。そのことにより何を生み出すかなど、応用力、思考力、表現力が学力の基準にな

りつつあります。 

また、さまざまな技術などの進化などにより、世界はより身近に感じるようになりま

した。私は子どもたちの未来の選択肢を広げるためにもＩＣＴ教育や国際理解教育促進

なども必要だと考えています。そこで次についておただしいたします。 

第 3、将来に求められるＩＴや国際化へ向けた教育環境について。 

1、情報リテラシーやＩＣＴ教育整備を進めるべきではないか。 

2、幼小中一貫教育の中で、国際理解を進めるべきではないか。 

次に第 4 ですが、教育施設の適正配置がなされ、徒歩通学や自転車通学のための通学

環境は徐々に改善されつつありますが、安心・安全な通学環境の確保のためには歩道の

確保や道路の修繕など取り組まなければならないことが少なくないと感じております。 

安心・安全な通学環境の整備が十分でない現状や、冬期間の除雪などの課題から徒歩

通学の冬期間の通学バス無料化などの提言がなされてきた経緯がありますが、どのよう

な検討がなされてきたのかおただしいたします。 

第 4、冬期間の通学バス無料化についてどのような検討がなされたのか。 

以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

答弁願います。 

◎町長(齋藤文英君) 

議長、町長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

齋藤町長。 

◎町長(齋藤文英君)(登壇) 

6 番、佐藤宗太議員のお質しのうち、私からは、ご質問の第 1 の総論についてお答え

いたします。 
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近年、東日本大震災などの大地震をはじめ、気候変動による台風や集中豪雨などの自

然災害は、益々頻発化・激甚化するとともに、南海トラフや首都直下型地震等の巨大地

震の発生も懸念されております。 

最近では、昨年 10 月の台風 19 号など、地震や相次ぐ台風の上陸により、全国各地で

甚大な被害が発生いたしました。 

町内においては、過去の自然災害により大きな被害をもたらした河川については、河

川改修や築堤、護岸工事等の施工により、災害発生の危険性は少なくはなりました。 

しかし、近年の自然災害は激甚化していることから、町の総合的な災害対策である地

域防災計画を強化するとともに、誰もが安心して住める町とするために自然災害の防止

に努め、災害発生時には、その影響を最小限にくいとめるような防災体制を構築する必

要があります。 

会津坂下町地域防災計画では、安全で災害に強いまちづくりを進めるとともに、これ

を効果的に活用することによって町全域及び住民の生命、身体財産を保護し、被害を最

小限に軽減し、もって社会の秩序維持と公共福祉の確保を図ることを目的としておりま

す。 

また、この計画は防災に関し、国や地方公共団体、その他の公共機関を通じて必要な

体制を確立し、関係機関の実施責任を明確にするとともに、相互間の緊密な連携を図る

ための基本を示すものであります。災害は、突発的に不測の事態が発生し、その実態も

多様であることから、迅速かつ適正な活動が求められ、特に関係機関との連携が強く求

められております。 

そのため、平常時より防災関係機関や官民を問わず、災害協定を締結している各種団

体との連絡体制を強化するとともに、相互連携を図ってまいります。 

一方、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの教訓から、公共による応急活動の時間

的及び量的限界が明らかとなり、近隣住民による自主防災力の重要性が確認されました。

自主防災力の向上のためには、近隣住民で自主防災組織を形成し、自らの防災への対応

能力を高めるための訓練・研修に参加するなど、災害対応を自らの問題として捉えた行

動が重要であり、平常時におけるコミュニティ活動のネットワークづくりやボランティ

アとの連携体制の整備等が必要となってきております。 

町といたしましても、発災直後の安否確認や救出等の初動活動において、大きな効果

が期待される自主防衛組織の育成を図るとともに、自らの命は自ら守るといった考え方

を基本に、その必要性や役割、防災訓練への積極的な参加等について、広く地域住民に

啓蒙してまいります。 

第 1 の個々のご質問及びその他のご質問につきましては、担当課長より答弁させます

のでよろしくお願いいたします。 

 

◎総務課長(大島光昭君) 

議長、総務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 
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大島総務課長。 

◎総務課長(大島光昭君) 

私からは、ご質問の第 1 についてお答えいたします。 

はじめに、1 についてお答えいたします。 

昨年 10 月の台風 19 号による町の被災状況でありますが、浸水被害の家屋を除きます

と、町道の法面崩落が 2 路線、農地の法面崩落が 3 箇所、用水路等の破損が 2 箇所、浸

水による揚水機の故障が 3 箇所となっております。 

このうち、町道勝負沢線につきましては、昨年 11 月 6 日に発注し、12 月 9 日に竣工

いたしました。 

また、町道片門洲走線につきましても、昨年 11 月 7 日に発注し、12 月 12 日竣工し

たところであります。 

なお、農地及び農業用施設につきましては、今年の作付前の竣工をめざし、復旧工事

を進めてまいります。 

次に、2 についてお答えをいたします。 

水害で被災する地区につきましては、おもに細工名地区と片門地区等であります。こ

れは、台風や集中豪雨等により、河川が増水することによる内水氾濫が原因であります。 

抜本的な対策は難しいところでありますが、現在、国及び県において、阿賀川と只見

川の河道掘削工や築堤護岸工の河川改修工事が行われております。工事完了後には、内

水氾濫が改善されるものと期待をしているところであります。 

また、只見川の河川改修工事においては、毎回浸水する箇所に、排水用の大型集水桝

の設置を要望いたしました。これにより、いざ内水氾濫が起こった際には、排水作業が

スムーズに行われるものと考えております。 

なお、通常の対応策としましては、町消防団所有のポンプによる排水作業や阿賀川河

川事務所へ排水ポンプ車の要請、災害協定に基づき各種団体へ資機材及び作業を要請し、

人命優先で対応をしてまいります。 

次に、3 についてお答えをいたします。 

昨今の自然災害はますます激甚化の傾向にあり、ハード対策が主であった従来の防災

だけでは、対応しきれないのが現状であります。 

また、大規模な災害発生直後においては、行政による迅速な対応には限界があること

から、ある程度の被害があっても、従来のハード対策に併せ、行政の力だけに頼らない

地域住民の自助や共助による避難などのソフト対策を組み合わせることで、人的・物的

被害を軽減するための減災への取組が重要となってきております。 

町といたしましては、自主防災組織の育成を図るため、自らの命は自ら守るという住

民意識を醸成し、自主防災組織の必要性や役割、組織の在り方等について、出前講座や

町広報誌を通して啓蒙するとともに、地域住民に対して防災訓練等への積極的な参加を

呼びかけてまいります。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 
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議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

私からは、ご質問の第 2 についてお答えいたします。 

はじめに、1 についてお答えいたします。 

ふるさと納税につきましては、制度創設以来、地方自治体の自主財源確保及び物産振

興の有効な手段として注目されており、本町としても積極的に取り組んでまいりました。

制度の運用に関して、返礼率の高い自治体に申し込みが集中していたことがその趣旨か

ら外れているとの指摘があり、本年度より返礼品を納税額の 3 割以下、返礼品を含む経

費を 5 割以下、返礼品は地場産品のみとする新しい制度が始まりました。 

本町においても、当初 5 割を目安にしていた返礼品の返礼率を国の方針に基づく運用

としたことで、平成 28 年度に約 5,400 万円であった寄附額は、平成 29・30 年度には約

3,000 万円まで減少しております。 

制度の改正により、ふるさと納税全体の落ち込みが懸念されましたが、本町において

は、令和 2 年 1 月末現在で前年同期を上回る寄附額となっております。これは新規事業

者等による新たな返礼品を 14 品目追加したこと、ＳＮＳによるＰＲを実施したことが

ひとつの要因であると考えております。 

ふるさと納税は、税に対する意識の高揚や生まれたふるさとや居住地以外の地方自治

体を寄附により応援することが目的でありますが、魅力ある返礼品を取り揃えた自治体

に多くの寄附が集まっていることも事実です。会津坂下町財政健全化アクションプラン

でも自主財源の確保策として 3,700 万円を目標額として掲げており、今後も返礼品の充

実を図りながらＳＮＳ等を活用したＰＲを充実させ、目標額を大きく上回るように取り

組んでまいります。 

次に、2 についてお答えします。 

企業版ふるさと納税は、企業が地方公共団体が実施する地方創生事業に賛同して寄附

を行う仕組みであります。 

ここでいう地方創生事業とは、地方公共団体が地方版総合戦略を策定した上で、内閣

府の認定を受けた地域再生計画に計上されている事業をいいます。企業のメリットとし

ましては、地方創生事業に取り組んでいる自治体を応援する企業として知名度の向上が

見込める他、寄附額の 6 割に相当する税制控除を受けられることが挙げられます。 

現在のところ、本町におきましては、企業版ふるさと納税の対象となる事業を計画し

ていないことから、第 2 期会津坂下町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び地域

再生計画の作成を令和 2 年度に実施することとしており、その対象事業としましては地

域公共交通手段の確保に関する事業や防災拠点としての役場新庁舎建設事業、文化財調

査・保存に関する事業等を想定しております。 

次に、3 についてお答えいたします。 

クラウドファンディングは、地方自治体にとっても地域課題解決のための事業資金を
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調達する有効な手段であると考えております。国内のクラウドファンディング市場は、

急速に成長しており、最近ではクラウドファンディングの新たな形としてふるさと納税

型が存在するようになってきました。 

町が活用しているふるさと納税のポータルサイトふるさとチョイスでも、多くの自治

体がクラウドファンディングに取り組んでおり、ふるさと納税のメリットを活かしなが

ら、課題解決のための資金を調達しております。実態を見てみますと、子どもの貧困対

策、災害からの復興、動物愛護等の取り組みに多くの方の共感が得られる傾向があり、

資金調達額の目標を大きく上回っているものもある一方、目標額の数パーセントという

事例も見受けられます。クラウドファンディングは、対象となるプロジェクトが支援者

の心にいかに響くか、支援に値するかが重要であると考えております。今後は新庁舎建

設等の大型プロジェクトが控えていることから、町や寄附者にとってお互いのメリット

になる財源確保策として、これらのしくみを最大に活用してまいります。 

 

◎教育長(鈴木茂雄君) 

議長、教育長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

鈴木教育長。 

◎教育長(鈴木茂雄君) 

私からは、ご質問の第 3 についてお答えいたします。 

はじめに、1 についてお答えします。 

絶え間ない技術革新等により子どもたちを取り巻く環境が大きく変化する中で、情報

教育の推進やそれに伴うＩＣＴ環境の整備を進めることは、とても重要なことだと捉え

ております。 

本町ではこれまでに、教育課程の中に情報教育推進計画を編成し、小学校では、各教

科を始め、総合的な学習の時間、特別活動の時間等において、コンピュータを有効に活

用することを推進し、子どもたちに必要な情報の収集や基本的な操作の習得、プレゼン

テーション能力や情報モラル教育等を発達段階に応じて育成しております。中学校でも、

技術・家庭科の中で、情報に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得させるととも

に、情報に関する技術が社会や環境等に果たす役割と影響についての学習を行い、高度

情報化社会へ対応できる子どもたちを育成しております。 

ＩＣＴ環境整備については、情報教育推進のために国が進めるＧＩＧＡスクール構想

のもと、校内通信ネットワーク整備事業が国より示されましたので、事業内容を精査し、

本町の児童生徒の実態を踏まえ、児童生徒用の一人 1 台の端末の整備について計画的に

進めてまいります。 

次に、2 についてお答えいたします。 

グローバル化の進展に伴い、子どもたちが将来どのような職業に就くとしても、外国

語で多様な人々とコミュニケーションを図る能力は、生涯にわたる様々な場面で必要と

されることが想定されます。本町においては、幼稚園では、現在、外国籍の保護者と送
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迎時に触れ合ったり、お楽しみ会の中でサンタクロースを登場させたりするなどの活動

を行っています。また、外国語を話すことができる保護者に絵本の読み聞かせを依頼し、

外国語とふれるあう機会を増やすことも検討しております。 

小学校では、今年度、外国語教育推進リーダーを配置し、町内 2 校の小学校の全ての

外国語の時間を担当することで、外国語教育の充実を図っています。外国語教育推進リ

ーダーは中学校英語科が専門の教員であり、小中学校の外国語教育のスムーズな接続に

ついても期待しております。今年度、坂下東小学校を会場に行った基礎学力向上推進会

議授業研究会において、外国語教育推進リーダーが町内の幼・小・中の教員を対象とし

て外国語活動の授業を公開し、指導力向上のための研修を行いました。 

さらに、発音や国際理解教育の推進を目的に、ＡＬＴ、外国語指導助手を小学校と中

学校に配置しております。授業は主に、担当教諭が進めますが、ＡＬＴはネイティブな

発音で英語を話すなど、児童生徒の英会話においてのコミュニケーション能力の向上に

おいて大変重要な役割を果たしており、休み時間には子どもたちと自然にふれあう姿も

見られます。また、給食の献立においても国際色豊かなメニューを提供し、食文化の面

からも国際理解を推進しております。 

現在の子どもたちが成人して社会で活躍する頃には、グルーバル化や技術革新などに

より社会構造や雇用環境は大きく変化していると言われております。このような予測困

難な時代を生き抜いていくためにも、一つの学園構想の具現化を図りながら、将来に求

められるＩＴや国際化へ向けた教育環境の整備に努めてまいります。 

 

◎教育課長(青木睦昭君) 

議長、教育課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

青木教育課長。 

◎教育課長(青木睦昭君) 

私からは、ご質問の第 4 についてお答えいたします。 

平成 26 年 1 月に町議会より、冬期間の通学バスの無料化等についての提言をいただ

き、同年 2 月に小学生は 2 キロ未満、中学生は 4 キロ未満を原則徒歩通学、バス乗車に

かかる費用については自己負担とし、無料化は実施しない方針を回答いたしました。 

現在でも徒歩通学により、体力や忍耐力等を養うこととしていることから、冬期間の

通学バスの無料化は、現時点では、実施しない方針であります。 

冬期間の通学バスの無料化については、平成 30 年 12 月にバス乗降調査を実施し、乗

車率によるバスの台数やダイヤ等の調査・研究を実施しましたが、定期券を持っている

生徒の乗車率が低く、ほとんどの生徒が自家用車による送迎でありました。 

今後は、バス通学・自転車通学の保護者へ、現状とニーズを把握するためのアンケー

ト調査やバス乗降調査等を引き続き実施し、定期券購入助成等も含め、バスの利用促進

と保護者の送迎の負担軽減を図るとともに、通学バスの無料化や乗車人数が増加した場

合の立ち乗りを前提とした乗車等についても調査・研究してまいります。 
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◎副議長（猪俣恒雄君） 

休憩のため休議といたします。                 (午後 2 時 11 分) 

再開を午後 2 時 25 分といたします。 

 

（休議） 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

再開いたします。                       (午後 2 時 25 分) 

再質問あればお願いいたします。 

◎6 番(佐藤宗太君） 

議長、6 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

6 番、佐藤宗太君。 

◎6 番(佐藤宗太君） 

再質問をさせていただきます。 

まず第 3 についてでございますが、今回、ＩＣＴの整備を進めるということで取り組

まれるという答弁がなされましたが、現段階におきまして当町におけるＩＣＴ環境は類

似自治体と比較してどうなのかおただしいたします。 

 

◎教育長(鈴木茂雄君) 

議長、教育長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

鈴木教育長。 

◎教育長(鈴木茂雄君) 

お答えいたします。本町の情報機器の整備状況は、県内では下位のほうにあると言っ

ていいと思います。ただ、その下位のあるいろんな調査の項目にもあるんですが、各教

室には有線のランが入っております。有線ランが入っておりますが、それをパソコンの

端末に引いてですね、そして先生方が大型のテレビ装置をつないでやるとなると、そこ

にものすごい時間が小学校ではかかるようになってしまいます。 

実際にその機械を整備してまた準備して外してという間にも、子どもたちは動いてお

りますのでその間に怪我をしたり、また友だちとトラブったりすることで教室の中で実

際にパソコンを使って動画やまたは教材を整理するということについては大変やりに

くさがありました。 

あと、各パソコン教室で各学年ともにそのパソコン教室で実際に情報を処理をする。

そういう計画も年間計画立ててありますのでそれについては支障がなくパソコン教室

のほうに行って実際に操作したり情報収集とかしておりますので、そういう無線のワイ

ハイの環境がなかったということで大変使いにくさがあったかと思います。 
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今度のＧＩＧＡ構想によってその環境がなされると数段、指導する側にとっても大変

指導に效果的な指導ができるし、子どもたちにとっても大変有効な学習が展開されると

思っております。 

 

◎6 番(佐藤宗太君） 

議長、6 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

6 番、佐藤宗太君。 

◎6 番(佐藤宗太君） 

なかなかそのＩＣＴ環境がですね、県内では下位のほうであると。今回、ＧＩＧＡ構

想ということで次年度以降ですね、ＩＣＴ環境整備に取り組まれるということで、子ど

もたちのですね、将来の選択肢がですね、この教育によって広がればいいなと望むとこ

ろではございますが､私が日頃訴えていましたのは、ＩＴの部分と外国語教育の部分で

ございます。 

今この二つはなるべく幼いうちから遊びの中で覚えていくのがいいというような見解

がなされていたり、課題もあるわけではございますが、教育に非常に有効であると言わ

れはじめております。 

外国語の授業ですとか、ALT にふれる時間を増やしていただきたいと、議員になった

ときから一生懸命切に訴えさせていただいて、すごく時間が、少しずつではありますが、

ふれる時間が増えてよかったなと。田舎にあっても海外のことを知れる、ふれれる機会

があるということで有効でよかったなと思っていたわけですが、ここ数年ですね、その

ALT と子どもたちがふれる時間が極端に減っているわけでございますが、その理由は何

なのかおただしいたします。 

 

◎教育長(鈴木茂雄君) 

議長、教育長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

鈴木教育長。 

◎教育長(鈴木茂雄君) 

議員おただしのとおり、外国人の方と直接触れ合うということは子どもたちに大変貴

重な体験になっています。昔ですと外国人を見ただけで珍しくて指さしながら、ああ、

外国人だなどということで触れ合った、私なんかそういう、東京とか京都へ修学旅行で

も行かないかぎりは見れない状況であったんですが、実際に異国の方と触れ合う機会が

多くなっております。 

そういう意味でＡＬＴの方を有効に活用しながら教育活動展開しておりましたが、国

のほうから外国語教育、それから英語教育ということが指針出されてきて、ここで考え

なくちゃいけないのは、いつまでもそのＡＬＴの方に任せっぱなしの教育でいいのか。

どっちかといいますと今まではＡＬＴの方がおりますと、授業自体も全部ＡＬＴの方に
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お任せというそういう授業が多くありました。 

したがって、今度英語科という形で示されましたので、先生方にとっては大変つらい

状況になってきます。実際に子どもたちをテキストでもって指導しなくちゃ、第一義的

に指導するのは今度は担任ですので、そういう意味でＡＬＴの方にいつまでもおんぶに

抱っこという形ではなくて、できれば自分が中心となって英語を展開していく。その中

で発音であったり異国の文化であったりいろいろなものはそのＡＬＴの先生からご指

導いただくということで展開できないかというのもありまして、少し時数を少なくした

ところです。 

その分ですね、外国語の教育をどのようにやっていったらいいのか。それから英語教

育をどうしたらいいのかというところでアシスタントについていただきながら現段階

では小学校において実施をしております。 

坂下町が大変ラッキーというか、良かったのはですね、今現在坂下中学校の英語の専

科の先生を一人小学校で英語すべての時間に入っていただいて、そしてその先生の指導

の技術を町内の先生方が見ながら本格的な、来年度から 4 月から英語科という形で始ま

りますが、どういうふうに授業をしていてばいいのかということについても見えるよう

になってきました。 

ただ、残念なことに小学校に多くそのＡＬＴを少し配置したりいろんなことがあった

もんですから、幼稚園のほうにはなかなか本年度と昨年度ですか、ＡＬＴの方を配置で

きなかったところもありますので、今後小学校のほうちょっと薄くした分できるだけ幼

稚園のほうにも行って英語のＡＬＴの方と触れ合うようなこともとらなくちゃいけな

いのかなというふうに今考えているところです。 

 

◎6 番(佐藤宗太君） 

議長、6 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

6 番、佐藤宗太君。 

◎6 番(佐藤宗太君） 

ＡＬＴと触れ合う時間がですね、子どもたち、幼・小・中で 1,100 時間強あったのが

ですね、現在半分ぐらいになってますよね。先生方も小学校の先生方大変だと思います。

もともと英語がもしかしたら得意じゃない先生方も今度は教えなければならないよう

な環境になっていると。非常に人によっては辛いような状況なのかもしれませんが、だ

からこそですね、ＡＬＴを有効活用しながらその先生方と一緒にですね、子どもたちの

本場のといいますか、現地の言葉や文化などを伝えるということがより重要になってく

るのではないかと私は考えますが、今後ですね、そのＡＬＴの時間を減らした分を戻す

ような考えはあるのかどうかおただしいたします。 

 

◎教育長(鈴木茂雄君) 

議長、教育長。 
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◎副議長（猪俣恒雄君） 

鈴木教育長。 

◎教育長(鈴木茂雄君) 

お答えします。現実的に英語の授業は担任がやるものだと私自身は考えています。い

つまでもＡＬＴの方、それから中学校の英語の先生に頼っていたのでは、これから子ど

もたちがチャレンジャーとして国際的に羽ばたいていくときに、担任の先生が英語が苦

手だからできないという状態でやっていたのでは、小学校の先生としてどうなのかなと

いうことを私自身は思っています。 

ただ、その中で実際のネイティブな発音であったりとか、それから外国の生活の様子

とか、そのＡＬＴの方でないとできない、教えることも伝えることができない内容があ

ります。それについては十分に時数も確保しながら子どもたちに触れ合っていかせたい

なと思っています。 

実際に私も昨年度機会あってブラジルに行かせていただきましたが､行ってみてはじ

めて気がつくことがたくさんあります。そういうこともやっぱり実際のＡＬＴの方と会

って、今議員おただしのとおり子どもたちが肌で感じて体験する部分もあると思います

ので、できるだけ時数については確保していきますが、でもそれを最初からあてにしな

いで、そして先生方の指導にはどういう指導が有効であるかについて、やはり教師サイ

ド、学校サイドでまずは頑張ってみなくちゃいけないのかなと、そのように考えていま

す。 

 

◎6 番(佐藤宗太君） 

議長、6 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

6 番、佐藤宗太君。 

◎6 番(佐藤宗太君） 

ＡＬＴはもちろんアシスタントでございますので、担任の先生なりが主になって教え

ていくのが私もいいとは思っていますので、その辺だけ誤解がないようにしていただき

たいと思います。ぜひですね、国のほうもそのような時間ですとか、増加傾向でいって

いるわけでございますから、当町がせっかくいい取り組みを先進的にやっていたのにも

かかわらず流れと逆風なことにならないように留意をしていただきたいと思います。 

続きまして第 4 にいきたいと思います。第 4、通学環境に関してですが、こちらも過

去に質問した経緯もございますが、このことに関してはなぜ保護者からこのような声が

上がるのかとか、議会から提言がなされたのかいろいろ振り返ってみますといろいろ理

由があると思います。 

まず第一に統合前にですね、学校統合するときにスクールバスで送迎するといってい

た公約的なものがあったこと。また、その通学環境、スクールバスにならなかったわけ

ですが、そのときに通学環境整えますよと約束をしていたこと。実際ですね、その後者

ですね、歩道がなかったりですとか、除雪もですね、今年は暖冬でございますが、やっ
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ぱり追いついてなかくてですね、子どもたちの通学環境が安心・安全が保てなかったこ

とが多々あった。 

このようなことからこのような声が上ってきたんだろうと。そして議会でも取り上た

んだろうと思いますが、実際ですね、それが難しいという答弁がなされましたが、では

ですね、子どもたちの安心・安全を保つために通学環境はどれだけ改善されたのかにつ

いておただしいたします。 

 

◎教育課長(青木睦昭君) 

議長、教育課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

青木教育課長。 

◎教育課長(青木睦昭君) 

通学の環境の整備についてでありますが、これについては統合前から議員おただしの

とおり説明してまいってきたところであります。まず通学路の整備についてであります

が、これは毎年ですね、夏休み中、8 月の上旬ですかね、道路管理者、あと警察署、あ

とＰＴＡ代表、学校、それで教育委員会ということで毎年危険箇所の点検ということで

実施しております。 

この際、少しずつでありますが、例えば国道の歩道が途中切れてたところが全線歩道

ができたとか、あとは白線が消えてるところを外側線、センターラインとかの表示をし

たとかという部分で毎年ですね、そういった部分では関係機関とある程度連携をとりな

がら少しずつではありますが、安全・安心の通学路ということでやってきました。 

でですね、あと一番大きいのは、学校でも危険箇所の看板設置とかっていう部分で大

変やっていただきましたので、そういった部分は子どもたちにとってある程度ここが危

険だとか、あぶないという部分はある程度毎日通学してるときにある程度目で見て身体

で感じているのではないかなというふうに思いますので、それは今後も継続していきた

いと思いますし、そういった部分で少しずつではありますが、改善しているというふう

に私は考えているところであります。以上であります。 

 

◎6 番(佐藤宗太君） 

議長、6 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

6 番、佐藤宗太君。 

◎6 番(佐藤宗太君） 

改善に向けての取り組みが説明されて、私も改善、徐々にしていることは感じており

ます。実際ですね、かといってまだまだ危険箇所でしたりなかなか冬期間、今年は暖冬

ですが、雪が降ったりアイスバーンになったときにはちょっと危険だなと思う箇所が、

子どもたちが徒歩通学するには危険だなと思う箇所がまだまだございます。 

これらの状況はですね、改善するための通学環境の整備計画などあるんでしょうか。



60 ／第２日 

 

あるんだとすればそればどのぐらいの期間で改善されるのかも併せて答弁願います。 

 

◎教育課長(青木睦昭君) 

議長、教育課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

青木教育課長。 

◎教育課長(青木睦昭君) 

具体的にですね、その通学路の整備計画という部分は実際のところは作っておりませ

ん。ただし、毎年各学校がやってきた安全の点検箇所、あとこういうふうにしたいんだ

という部分の一覧表は毎年累積して残っていますので、そういった部分をある程度整理

して、この次はこういうことで整備していきますということで一応教育委員会のほうで

は考えています。 

具体的にそれを何年後というような部分はある程度相手方もいらっしゃることですの

で、なかなかできないような状況ではありますが、そんな部分で早急にという部分では

考えているんですが、できるだけ早くとは思っているところであります。 

ただ、できるところもありますので、そういった部分、そういった部分ではできる箇

所の整備については精一杯やっているというようなことでありますのでご理解をいた

だきたいと思います。 

 

◎6 番(佐藤宗太君） 

議長、6 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

6 番、佐藤宗太君。 

◎6 番(佐藤宗太君） 

当町におきましては、過去の答弁でですね、子どもたちの通学環境というのが第一で

あるということで、道路とか修繕等々そちらを優先するという話が再三なされてきまし

たが、まだまだそちらが追いついていないにもかかわらず、ほかの部分がなされたりと

いう歯がゆい現状がございます。 

ぜひですね、期限を区切ったような計画を立てなければですね、やっぱりそれに向か

って整えることができにくいのではないかと思いますが、その辺難しいとは思いますが、

5 ヵ年計画なり 10 ヵ年計画なりを立てながらその危険箇所の修繕等を推し進め、子ども

たちの安心・安全な通学環境の確保をしていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

◎教育課長(青木睦昭君) 

議長、教育課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

青木教育課長。 

◎教育課長(青木睦昭君) 
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そうですね、危険箇所の、危険箇所については教育委員会で把握しておりますので、

そういった部分で再度関係部署とある程度協議を進めながらその目標年度という部分

を立てながら年次計画をもって進めていきたいというふうに考えております。以上であ

ります。 

 

◎6 番(佐藤宗太君） 

議長、6 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

6 番、佐藤宗太君。 

◎6 番(佐藤宗太君） 

ぜひですね、前向きに、建設的に取り組んでいただきたいと思います。 

次にですね、第 2 の自己財源確保についての部分でございますが、2 の 3 ですね、事

業資金確保のためのクラウドファンディグなどで資金調達する考えはというところで

答弁いただきましたが、現在、ガバメントクラウドファンディングという形で行政が主

導になってですね、箇所別の事業に対してより明確の部分で民間からお金を集めるとい

う手法が徐々に広がりつつあります。 

当町は財政が厳しいということでかなりいろいろな事業費の削減をしてきたわけでは

ございますが、町民が望む事業に対して、行政が主導になり、そのような民間からの資

金調達方法を使い、ある程度の事業費を確保するということも新たな資金調達の手段と

して有効ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

本当にあらたな自主財源の確保という意味合いからすればこのクラウドファンディン

グという手法は大きな役割を担うものと思います。今年度ですと、昭和村で喰丸小学校

の紅葉等に対してクラウドファンディングをかけてお金がある程度資金として集まっ

たというような実例もあります。 

先ほど 1 回目の答弁でも申し上げましたが、坂下としてそういう事業をどういうふう

につくっていくのか、どういうふうに割り当てていくのかという部分もありますし、ク

ラウドファンディングでもふるさと納税型ということで、通常のふるさと納税であれば

返礼品を目的に納税するわけなんですが、クラウドファンディング型にすれば町の行う

事業に対してふるさと納税型としてクラウドファンディングするというような手法も、

今ふるさとチョイス等でできてますので、町としてはその辺をまず有効に活用できるよ

うな仕組みを作って行きたいというふうに考えております。 
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◎6 番(佐藤宗太君） 

議長、6 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

6 番、佐藤宗太君。 

◎6 番(佐藤宗太君） 

ぜひですね、新たな試みになるのかもしれませんが、積極的にチャレンジ、挑戦をし

ていただきたいと思います。もしそれがですね、箇所別ないろんな事業で実現をするこ

とができた際には、他の自治体でも行っていますように新庁舎建設等でも活用するよう

な現在流れもございますので、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

関連してですね、その企業版ふるさと納税の件でございますが、当町は計画が遅れて

いたので次年度以降の取り組みになるというようなことかとは思いますが、実際、どの

ようなことを想定しているのか、計画等ございましたら答弁を願いたいと思います。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

この企業版ふるさと納税を受け付けるためには、地方創生事業としての町としての戦

略をまず決定して、それに基づいた地域再生計画を策定して内閣府の承認を受けなけれ

ばなりません。 

その承認を受けた事業に対しての納税を受けるわけなんですが、大元となる地方創生

事業、企業総合戦略の部分なんですが、これが国から県に方針がおりてきてますけれど

も、県からまだ市町村におりてきてませんので、それがおりてこないと市町村は県に沿

った形での戦略を作らなければいけませんので、たぶん今年の 3 月、4 月ぐらいには県

からそういった説明会があるというふうに考えてます。 

ですので、来年度の早いうちにまず戦略を策定した中で、それを基に地域再生計画を

策定して内閣府の承認を受けた中で、早ければ秋口くらいからは取り組みができるのか

なという形で考えてますので、そういったスケジュールの中で進めていきたいと思いま

す。 

 

◎6 番(佐藤宗太君） 

議長、6 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

6 番、佐藤宗太君。 

◎6 番(佐藤宗太君） 

国としてはですね、その地方再生計画、平成 31 年度からということで示されていた

わけではございますが、県の事情等もあっておそらく本年度は難しい。次年度になるだ
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ろうとは言われてますが、全国的には 4 月からですね、企業版ふるさと納税始まるよう

な動きになっておりますので、なるべく早く早急に対処していただき、財源確保に向け

て当町のすばらしいものもたくさんありますので、ＰＲも兼ねながら財源確保するとい

うことに積極的に前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

以上をもちまして一般質問を終わらせていただきます。 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

これをもって、佐藤宗太君の一般質問を終結いたします。 

次に、通告により、4 番、渡部正司君登壇願います。 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君）(登壇) 

4 番、渡部正司君でございます。 

まずはじめに、本日ここに会津坂下町議会議員 4 年の最後の一般質問にあたり一言申

し上げたいと思います。この 4 年間、とまどいや悔いの残る面も多くありましたが、私

なりに精一杯務めさせていただきました。4 年前、町民の皆様のご支持をいただき町議

会へ送っていただきましたこと、そしてこの 4 年間多くの皆様からご意見、ご指導を賜

りましたこと、改めて厚く御礼を申し上げる次第です。 

また、職員の方々、先輩議員、同僚議員の皆さまからの身に余るご助言に感謝申し上

げます。本当にありがとうございました。 

そのご恩に報いるべく、微力ながらも町発展のため初心忘れず一つひとつ丁寧に向き

合っていく所存でございます。さらなるご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

それでは、通告に従い質問をいたします。 

第六次振興計画の完成版はまだ公表されていません。現段階の案によると、構成とし

ては基本構想があって、基本計画と同列に地域づくり計画が示されています。町はその

地域づくりの仕組みを来年度から大きく変えようとしています。 

しかしながら、その実態は不明な点がいまだ多いといわざるを得ません。坂下町の地

域づくりとは一体どのようなものか。町民が理解し、より多くの方々が参画できるよう

なそんな説明が求められていると思います。 

そこで第 1 に、地域づくりについておただしをいたします。 

まず、注目されている地域づくりコーディネーターについてです。次年度以降のコミ

センを拠点とした地域づくりについてという資料によると、現在のコミセンの事務局長

を地域づくりコーディネーターとして位置づけするとしております。 

そこで 1 番目、地域づくりコーディネーターはどのように配置されるのか具体的にお

答えください。 
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また、地域づくりコーディネーターの具体的な役割、これはどのようなものか。そし

て次に、その地域づくりコーディネーターは会計年度任用職員としております。これは

将来に不安を残す非常に不安定な立場を余儀なくされていると考えます。安心して、継

続して職務が遂行できる立場というのは地域のつながりに必要であり、不断の努力が不

可欠というふうに考えています。 

そこで二つ目、現事務局員や担当配置された会計年度任用職員が培ったノウハウや地

域のつながりをどのように継承し、進化させていくのでしょうか。 

また、地域づくりコーディネーターの上に町職員が存在するとしています。地域の中

心的担い手としての配置をするとしています。この三つ目でありますが、町職員による

地域づくりコーディネーターの指導監督というふうにうたわれていますが、具体的にこ

れはどのようなことでありましょうか。 

次でありますが、第六次振興計画の基本構想では、地域づくりの目指す姿として、持

続可能な取り組みとなるようコミュニティビジネス、これは地域資源を活用しながら継

続的に課題解決の活動をする仕組み、なかなか難しいのでありますが、これを創設する

としています。具体的なこのコミュニティビジネス、この実態はどういうものでありま

しょうか。 

第 1 の最後でありますが、町長は町経営理念として、地域づくりをあげていました。

より積極的な町長のかかわりを期待いたします。振興計画の重要な部分である地域づく

りの推進力としての期待するものでありますが、5 番目として町長は地域づくりにどの

ように関与されているのか伺います。 

次に第 2、役場窓口対応についてであります。同僚議員からも同じような質問があっ

たかと思いますが、町民サービス窓口の対応についてはこれまで何度となく、特に接遇

のレベルについて取り沙汰されてまいりました。いわゆる窓口接遇に対する苦情事例に

は枚挙に暇がなく、町としての品格が疑われることも出来し残念でなりません。 

指摘されるたびに研修し引き締めたいということを続けられてきました。しかしなが

ら、同様な同じような質のことが繰り返されてしまいます。このようなことを提起しな

ければならないことを残念に思うばかりであります。 

過ちは人の常、人は間違いを起こします。インシデントとは誰にでも起こり得る事象

でありますが、その対策はできます。そこで窓口対応についての苦情処理、これはどの

ようになっているのでしょうか。 

二つ目として、インシデントの捉え方、このことをどのように考えて実践しておられ

るのか。以上、壇上からの質問といたします。 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

答弁願います。 

◎町長(齋藤文英君) 

議長、町長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 
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齋藤町長。 

◎町長(齋藤文英君)(登壇) 

4 番、渡部正司議員のお質しのうち、私からは、ご質問の第 1 の 5 についてお答えい

たします。 

地域づくりの目指す姿は、自分たちで地域を守るという意識のもとに、住民同士が、

住民と集落、集落と地区が強い絆で結ばれながら、住民が主体的に様々な取り組みに関

わっていくことが大切であると考えております。 

しかしながら、人口減少や少子高齢化に伴う深刻な担い手不足は町全体において顕著

であり、これまでのがんばれる人、やれる人が牽引していくだけでなく、若者や女性が

肩の力を抜いてまちづくりに取り組めることを目指して、第四次会津坂下町振興計画か

ら続く協働のまちづくりの理念を継承しながらも、住民・地域・行政それぞれの役割を

再認識したうえで、行政が、より主体的に各地区・各行政区との連携に努め、地域にお

ける住民の日々の暮らしを守っていかなければなりません。 

このたび、役場内において、班長会議を中心とする会津坂下町地域づくり推進会議を

設置し、各地区コミュニティセンターの事業を通して担当部署が地域と関わり、行政組

織全体で地域の課題に対応する仕組みを構築したところであります。 

各地区コミュニティセンターには、次年度から、住民・地域・行政のネットワークの

中心担い手として、町が雇用する地域づくりコーディネーターを配置し、コミュニティ

センターの運営を通して地域づくり活動や地域課題の解決に積極的に取り組み、みんな

がつながり、夢や希望をかなえることができるまちを目指してまいりたいと考えており

ます。 

その他の質問につきましては、担当課長より答弁させますので、よろしくお願いいた

します。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

私からは、ご質問の第 1 の 1 から 4 についてお答えいたします。 

はじめに、1 についてお答えいたします。 

町の会計年度任用職員となる地域づくりコーディネーターを各地区コミュニティセン

ターに常勤職員としてそれぞれ 1 名、合計 7 名配置し、地域づくりを推進する中心的な

担い手として、各地区地域づくり協議会と連携し、地域住民がより多く参画する生涯学

習事業等を通して地域課題の把握に努め、学んだ知識や経験を地域のために還元したい

という地域の人材を活かす地域課題解決型の取り組みを強化するものであります。 

また、まちづくりセンターにも地域づくりコーディネーターを常勤職員として 1 名配

置し、各種団体の活動支援、会津坂下町国際交流協会事務局などの業務を担うものであ
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ります。 

次に、2 についてお答えいたします。 

これまでコミュニティセンターの事務局員として運営業務を委託してきたニボの社員

は地域の特色を生かしたさまざまな事業や活動を展開してきており、これまで培ってき

た知見や経験、地域とのつながりは大きな財産であると認識しております。 

昨年、事務局員が中心となって地域の皆様と策定した第六次会津坂下町振興計画にお

ける地域づくり計画に基づき、各地区地域づくり協議会を中心とする地域づくり活動の

中で、地域づくりコーディネーターが中心的な担い手となり、地区同士の連携や各種団

体等との連携を推進し、地域の暮らしを支えていくことのできる体制整備に取り組んで

まいります。 

次に、3 についてお答えいたします。 

地域の中心的担い手として、地域づくりコーディネーターのほかに町職員を 2 名配置

する考えであります。町職員は、地域づくり計画に基づく事業の推進等、地域づくりコ

ーディネーターとともに活動していく中で、日々の業務管理・事業の進捗管理、さらに

は、複数地区の連携、庁内関係部署との連携を図るなど、地域づくりコーディネーター

全体を支援・補佐してまいります。 

次に、4 についてお答えいたします。 

協働による地域づくり活動において、地域課題の把握と解決する仕組みを構築し、将

来にわたって持続可能な活動として充実させていくためにコミュニティビジネスの創

設を重点事業に掲げました。 

人口減少や少子高齢化に伴う深刻な担い手不足に対応していくためには、防犯・防災

をはじめ、高齢者世帯の見守りや声掛け、除雪や空き家対策などといった生活により身

近なところでの共助の仕組みの継続が必要と考えており、地域の様々な資源を活用した

特産品の開発・販売、リサイクル品やイベントでの収益金を地元に還元する仕組みをつ

くり、コミュニティセンターを拠点に地域全体で日常の困りごと等に対応してまいりま

す。 

 

◎総務課長(大島光昭君) 

議長、総務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

大島総務課長。 

◎総務課長(大島光昭君) 

私からは、ご質問の第 2 についてお答えをいたします。 

はじめに、1 についてお答えをいたします。 

町民の皆様への窓口での対応や交渉等の接遇においては、相手の立場に立って傾聴し、

寄り添いながら分かりやすく対応することが基本であり、ふくしま自治研修センターや

民間企業において研修を実施しているところであります。特に、あいさつの励行につい

ては、常に指導・喚起しており、職員はそれらを実践しているものと考えております。 
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しかしながら、町民の声等により苦情が寄せられることもございます。そのような際

には、直ちに関係部署につなぎ、苦情等をお寄せいただいた方に回答するとともに、窓

口対応の改善、窓口環境の改善など、必要な対応をしているところであります。 

なお、過日、インフルエンザによるデパート等での接客対応にかかるマスク着用につ

いては、全国紙に課題が提起されたこともあり、その都度、課長会議等で協議をしてお

ります。 

次に、2 についてお答えをいたします。 

行政手続きや事務処理の手順等については、法律や条例、規則等に沿って適正に行わ

れなければなりません。また、接遇につきましても、町民の皆様に気持ち良く用事を済

ませていただけるよう、適切に対応しているものと考えております。 

しかし、想定外のことが発生するということを想定することも必要なことであり、事

務や接遇において、日々発生する様々な事象を見落とさないようにすること、つまり、

インシデントがアクシデントにならないようにすることが、その捉え方の基本であると

考えております。 

町民の皆様からの直接的なご意見や苦情等については、町民の声やお問い合わせメー

ル、お電話等で寄せられます。また、各部署においても、常に、報告・連絡・相談の重

要性について指導・教育しているところであり、事象を発見した者は遅滞なく上司等に

報告することとしております。 

そのような町民の皆様からの声、あるいは職場からの報告があった際には、それぞれ

の事象に応じて、担当部署につなぎ、その事象による被害の発生を最小限にとどめ、拡

大を防止する必要な対応を行っております。 

同時に、原因の調査や再発防止策等について検討し、必要に応じ課長会等において事

象の共有を図るとともに、人的な要因がある場合には、職員への研修や注意喚起、ある

いは懲戒処分等を行っております。また、事務手順等に要因がある場合には、条例・規

則等を含めた事務手順の改正を行うなど、必要な対応をしているところであります。 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

再質問があればお願いをいたします。 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

それでは再質問をさせていただきます。 

まず、第六次振興計画についてなんですが、まだまだ完成版はまだ公表されておりま

せん。途中の仮バージョンでホームページでも紹介はされているところです。しかし中

身を見させてもらうとですね、私たちがはじめ臨時会で提示いただいた内容とほとんど

同じでありますが、その中で臨時会のときにも先輩議員から提言があったんですが、ま
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だ書いてないところもあるんですね。 

それはどこかというと町長の挨拶、まだ空白でここに入りますよというところだけだ

ったんです。その後もろもろの計画があって、写真が入るんだと。そういう部分でアッ

プされていました。 

最新で昨日もまた確認をしたんですが、そういう形になっていて、ああ、まだこれは

仮なんだなというのは誰が見てもわかります。わかるんですが、一番初めにやっぱり欲

しかったのは町長のご挨拶だったのではないかなとやっぱり思いました。見た感じで。 

挨拶、全体の概要としてそこで捉えることができるので、そのほかの細かいところは

また順を追って出てくるのではないかなという期待感は出たんですけれども、当初の一

番最初、先頭がそういう空欄にあったのが少し残念であったんですが、あれは今後どの

ようになっていくんでしょうか。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

第六次振興計画の正本ということで今事務局のほうで一生懸命取り組んでます。それ

で、3 月中には製本できる形にして正本の印刷業者に発注したいと思いますし、ダイジ

ェスト版としてそれも策定して全世帯に第六次振興計画の概要版を配布してまいりま

す。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

今申し上げたところなんですが、一番はじめに町長の挨拶というところ、大事なペー

ジがあるんですが、それが空白でアップされているというそういうところについてはど

のように考えていますか。また感じているんでしょうか。普通であるというふうに感じ

なんでしょうか。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

これ、策定の順番といいますか、その部分で、あっ、そういうご意見もあったんだな
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ということでこの前の全協で渡部議員からお話あったときに私も感じたところです。第

五次振興計画の策定経過からもある程度計画の内容を固めて、最後に製本するときに町

長の挨拶をきちっと入れるというような手法でやってきましたので、私自身第五次にも

かかわったので第六次もそういったことが自然かなと思っていたところは正直ありま

す。 

ただ、確かに町長の意見、考えがあって第六次振興計画を策定するという部分もあり

ますし、坂下町の振興計画の場合だとあくまでも住民の方と一緒になって作っていくと

いう部分の要素も確かに大きいものがありますから、現状、今回の第六次につきまして

はやはり最後のところで町長の挨拶をきちっと入れたいと考えてますし、第七次以降に

つきましても今回のご意見等も尊重しながら次の進め方というのは考えなきゃきけな

いというふうに思います。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

やっぱりホームページはですね、誰でもが見るものです。どんなのかな、概要として

全体像として坂下町のまちづくりはどういうものかなと見るところです。その先頭がで

すね、やっぱりこういう空欄になっているというのはいかがなものかなと思いました。 

それから、これは住民の皆様が会議を何度も何度も重ねて作り上げたものなんですが、

そのことについては何もふれてないから、これは町の方で作ったものだなというふうに

誤解されてもしょうがないかなとやっぱり思いました。 

一番先頭のところがどうしても大切なのかなと。ここのところはこれからでもすぐに

でもですね、発布してもらいたいなという。やっぱり町長の思いがこのまちづくりの中

にいっぱい入っている。特に地域づくりについては町長が今まで申し上げてきたことで

もありますし、町経営の理念の非常に大事なところだと私も思ってますし、町民の方も

そう思っているはずです。 

ぜひここは早めにぜひやってください。これは本当にお願いというか、何か恥ずかし

くなってしまったようなそんな感じで見ました。皆さんもまた見てもらいたいと思いま

す。一番最初の本当に肝となるようなところであったと思います。 

しかも、私たちがいただいた、全協の中でもらったのはこの振興計画の案というとこ

ろだったんですけど、ホームページの中でこの案が消えていますから、ですからもう本

番そのものだとやっぱり思います。ちょっと残念でなりませんのでそこはクリアをして

もらいたいと思います。 

喜んで皆様に町の姿をのぞいていただきたいなと思いました。 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 



70 ／第２日 

 

質問者、その振興計画は地域づくりに確かに関連はしてるんですが、通告に入ってま

せんので、ずれないように質問をお願いいたします。 

◎4 番(渡部正司君） 

わかりました。また言われましたね。 

それから地域づくりコーディネーターはどのように配置されるのかということについ

てお伺いいたします。 

実際にはこの具体的に配置原則としているものがあれば教えてください。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

原則といいますか、各地区 1 名をコーディネーターとして雇用して配置しますし、あ

と今の東分庁舎の町づくりセンター、ここも町づくりセンターの事業を町直営として継

続していきますので、そこに 1 名ということで合計 7 地区プラス 1 で 8 名を配置してま

いります。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

具体的に各地区に配置されるわけなんですが、それはいつごろわかるんでしょうか。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

会計年度任用職員として雇用しますので、3 月に健康診断等がまずありますから、そ

れのステップをクリアした中でなる早く地域の方々にはお知らせしていきたいという

ふうに考えております。3 月の初旬から中旬、中旬でも早めのほうと考えてます。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 
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◎4 番(渡部正司君） 

それからコーディネーターの上に町の職員が存在してるというイメージが見えるんで

すが、地域の中心的担い手としての配置というふうなことだと思いますが、これですと

その次の質問にしたんですけれども、指導監督というふうな意味合いがあったと思いま

す。この指導監督ってもう一度教えていただけませんか。地域づくりコーディネーター

を指導監督とはいったいどういうことなのかということです。伺います。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

指導監督という表現は直接あまり使わないんですけれども、監督というイメージだと

何か上から目線で見るような形に感じられると思います。内容的にはそうではなくて、

やはり支援補佐というふうに考えてます。ただ、地域づくりの中心的担い手はやっぱり

コーディネーターの方ですから、コーディネーターの手足になって動くということでは

なくて町職員としていろんな支援を、補佐をしていくということです。 

具体的にはやはり今までの検証結果からもありますように、まず、事務処理の効率化

7 地区とも、これは共通して言えることだと思います。あと、行政とのかかわりという

ことで、これは行政がこれまでの地域づくりに関わりがあった、薄かったという部分が

指摘がありますし、行政としてはそこは反省してますので、その辺の関わりの強化をど

う進めていくかという部分。あと 7 地区相互の関係ですね、連携とかこういった部分に

ついてはやはり職員が補佐していくなり支援していくなりという部分が大きな要素だ

と考えております。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

そうしますと地域づくり計画というのは、地域住民自らが目標や事業計画を定めると

しているはずですね。そうしますと、各地域独特の特色をもった今まで行事なりいろん

な活動してきたわけなんですが、そのことについていちいち口を出すとかそういうこと

をするということではありませんね。確認です。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 
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荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

これもやっぱり検証から生まれた部分で、第六次で平成 23 年から 9 年間進めてきまし

たけれども、そのときはやっぱり地域の自主性というのがやっぱりキーワードだったと

思います。ただ、そういった進めてきた 9 年の中で、やはり行政のつながり、関わりが

薄いんじゃないかということがやはり第六次振興計画の策定の委員会でもそうですし、

地域づくりの中でもそういった声が出てますので、行政が入るということが行政のいう

とおりにすべてやってかなきゃいけないということではなくて、あくまでも地域づくり

協議会を中心としたコミセンの事業として、それは独自性をもって進めていっていただ

きたいという部分があります。 

そこに行政として関わりを持っていく中でより地域の活性化を図っていかなければい

けないというような考えのもとだというふうにご理解をお願いしたいと思います。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

そうしますと自由度はやはり地域づくり協議会であったり、その地域独自で今まで培

っていたものを展開していくということに間違いはないのでしょうか。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

各地区の事業自体がやはり地域づくり計画に基づいた事業を計画してますので、それ

を町として予算付けをきちっとしていくような形ですから、あくまでも主体は地域づく

り協議会です。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

そうしますと、地域づくり独自のものをいろんな行事も含めてなんですが、活動自体

は各地域づくりコーディネーターのほうにお任せするということでよろしいわけです

ね。思い切り活動しろということだと思いますが、受け取りました。 
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さて、その地域づくりコーディネーターの方なんですが、地域づくりに対してはすご

くやっぱり情熱を持って今まで活動されてきたと思います。これからもしていただきた

いと思うわけですが、その際にですね、今のところでは会計年度任用職員というふうな

立場でやられる。そのことに対して一言伺いたいのですが、どうしても会計年度任用職

員というとやっぱり将来に不安があるんじゃないかなと、私の思い過ごしであればよろ

しいんですが、そういうふうなこともひょっとしたらあるのじゃないかと思いました。 

不安定な立場を余儀なくされているのではないかなと。安心してその職務が遂行でき

る。これは連綿と続いていくような形にするのであれば、会計年度任用職員というより

もしっかりとした職員としての立場の確保というのは必要ではないかなと思うんです

が、いかがでしょうか。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

これはやっぱり制度の問題だと思います。例えば今、コーディネーターの方々8 名決

まりましたけけれども、町の正職員として雇用するということはこれは町全体の業務量

からいってもこれはなかなか難しい。現状では難しいですし、全体の職員数を減らして

いく中で、やっぱりそこを増やすというのは難しいと思います。 

ですので、今ある制度の中では、やはりこれまでの臨時職員というような方々が会計

年度任用職員という形になって、ある面 11 ヵ月雇用が 12 ヵ月雇用になって、期末手当

も出るというふうに待遇も改善されてるという部分がありますから、その辺はだいぶよ

くなるのかなというふうに思います。 

ただ、単年度契約ですから、じゃ、5 年間、10 年間そのまま約束できるかというと、

今の制度上ではそれはやっぱり単年度、単年度の評価もやっぱり職員と同じようにあり

ますので、次のことを、次年度のことを今約束することはできませんが、そういった制

度の中でやはり頑張っていただきたいと思いますし、地域づくりに励んでいっていただ

ければなというふうに思いますし、そういった条件のもとで今回採用試験もやってきま

したので、その辺はご理解されているというふうに思います。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

確かにその認識のもとで採用試験を受けたんだと思います。でも、それはやっぱり受

ける側としたら、それわかったよってやらないと受けられないじゃないですか。だめだ、
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じゃ、受けなければいいよとなってしまうので、ですから単年度だけというのも私はち

ょっとどうかなって、1 年度 1 年度契約、年度年度で契約なんだろうと思いますけれど

も、安心してこの先もいろんな計画の中で実行する中で必要なんだからと、そういうや

っぱり手当みたいなものは、手当というのはしっかりした保証というわけではないんで

すけれども、それやっていただくためのいろんな工夫みたいなのはやっぱりあったほう

が、あってしかるべきなんじゃないのかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

やはり私たち、あくまでも会計年度任用職員としての雇用というそのルールの中での

運用になりますので、なかなかやっぱり、じゃ、令和 3 年度、4 年度、5 年度というこ

とを今の段階で約束することはできないと思います。 

ただ、町として今回雇用するにあたって一般公募をしてなくて、やっぱり今までの経

験ですとかをやはり活かしていただいきたい。そういった部分は大事だろうということ

で、今ニボで雇用されている住民の方々に声をかけさせていただいてその方々が全員地

域づくりをこれからもやりたいということで試験を受けていただいたという部分もあ

りますので、じゃ、来年、新たに全部入れ替えて一般公募するかというような考えは現

状では町としては持ってませんので、それ以上のことはなかなか言えない状況だという

ことはご理解願いたいと思います。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

それはそうなんだろうと思うんですね。しかし、やっぱり薄いなという感じはするん

ですが、そういう今のところはそういう仕組みがあるから仕組みに則ってやってるとい

うことなんだろうと思います。 

それから、先ほどその指導監督というのは先ほどわかりましたが、思い切り活動して

もらっていいと。今ではニボを介在しての話でしたから、ちょっと今までは現れなかっ

たかもしれないんですが、今度は町の一職員として対応することになります。 

今までもいろんなところで問題になっていたいろんな対応が悪いとかですね、そうい

う窓口の対応の関係も今度は町に直接くるんじゃないかなと思うんです。今まではその

バッファーとして介在していてニボがあったんですけれども、今度はそれがなくなって

しまうので、余計にこれはどうなんだろうというの町に一斉に対応として求められるん
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じゃないか。その辺のところの受けるほうとしての心構えといいますか、覚悟というか、

それはどのぐらいおありなのか。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

渡部議員おただしのとおり、今までやっぱりニボというワンクッションありましたの

で、そこである程度クレームですとか吸い上げた部分があると思いますが、これからは

町直接ですから、町が政策財務課が直接の窓口になって進めてまいりますので、その辺

はそういった方向できちっと受止めていかなきゃいけないと思いますし、逆に今度関わ

りとしてはニボを介しての関わりではなくて、直接町からの関わりということにもなり

ますし、地区の方々からすればやはりニボを通してというなかなかワンクッションそこ

に入ったものが今度なくなりますから、ですからセンター長と会計年度任用職員の方々

と地区民の方々が一本の糸で結ばれるような感覚も持ってると思いますので、そういっ

たクレームがあれば町として直接受けますし、おほめの言葉についてはそれはそのまま

地域でのおほめの言葉というふうに理解していただければなというふうに思います。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

答弁していただいた内容にですね、地域のために還元したいという地域の人材を活か

す地域課題解決型というものが出てきました。この取り組みを強化するものと、確かこ

れは他の議員からの質問があるので今は大きくは取り上げませんが、簡単でこの流れで

いうと、簡単でいいですので、具体的にどういうものかちょっと説明していただけます

か。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

これも私の今回の一般質問でいろいろ考えている中で、コミュニティビジネスと地域

課題解決型、これどういうふうに分かりやすく説明できるかなというふうに思って考え

てました。地域課題解決型はやはりこれまでの 9 年間の活動の中で、やっぱり地域とし
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ていろいろ学んだこともありますし、地域の方々それぞれがいろんな経験をされて学ん

だことがあると思います。 

そういった部分を次の活動の中で、例えばやっぱりこういう課題があるよねっていう

部分があれば、そこに自分の経験とか知識というものを活かしていただきたいというふ

うに考えている部分です。 

ですので、具体的に話すと例えば昼間の人口が少なくなってるというのは地域の課題

に間違いなくあります。そういったときに、じゃ、自主防災組織、何かあったときにど

うすればいいかなという部分でやはり共助が必要だよねという話になれば、じゃ、その

ために、どういうふうに例えば消防の経験されてる方であれば自分だとこういうふうに

かかわっていけるとか、こういうふうにかかわるとみんながよりかかわれるとか、じゃ、

具体的に活動はとういう活動をすれば地域にとっていいだろうかとか、そういった部分

をやはり前向きに考えていくというような対応、対処というのが地域課題解決型の一つ

かなというふうには考えたところです。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

具体的はまず何をやりますでしょうか。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

それは 7 地区それぞれのものだと思います。町として、じゃ、共通してこれをやって

くださいということではなくて、やはり地域の中での活動の一つとして、地域の中で順

位を決めていただいてまずこれに取り組んでいこうという部分があってしかるべきか

なとは思っておりますので、町としてまず、じゃ、地域課題解決型としてこの事業に取

り組んでくださいということでは今のところ考えてません。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

同じような答弁にどうしようかと思ったというコミュニティビジネスについてなんで



77 ／第２日 

 

すが、これがいま一度乏しくてですね、じゃ、コーディネーターはどうしよう。また地

域づくり協議会はまずはじめに何をするかというところなんですが、そのトリガーとな

るところはどのように考えておられますでしょうか。 

 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

議長、政策財務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

荒井政策財務課長。 

◎政策財務課長(荒井敏之君) 

それも本当に悩んだですが、私もやっぱりコミュニティビジネスってずうっと第五次

振興計画のときからも言葉としてはわかってますけれども、じゃ、具体的にどういうこ

となんだろうというふうに考えたときに、これビジネスってつくからお金がどうしても

介在してしまうというふうに考えてしまうとなかなか難しくなっちゃうかなというふ

うに考えました。 

ですので、このコミュニティビジネスの一番は、やはり地域の活性化につながる事業

というふうに考えていただければ、いろんな部分が見えてくるのかなと思います。 

そこにお金が介在するケースもあるでしょうし、お金が全く介在しないケースもある

と思いますので、そういった地域の活性化につながる事業、これが基本的にコミュニテ

ィビジネスとして成り立つ部分だと思います。 

具体的には、例えば高齢者の生きがいづくりなんかもある面具体的な取り組みはいろ

んな方法があると思いますけれども、そういったものもの一つのコミュニティビジネス

のエリアというか、枠内に入ってくるような活動じゃないかというふうに思っておりま

す。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

私もですね、そのコミュニティの各地域でうまく循環させるというのはとても大賛成

なんです。ですけど、最初どういうふうにしてやるかというの、やっぱり重要なポイン

トで、もし町として考えているような素案みたいなものあるとですね、骨子みたいなの

あるともっとくっつきやすいかなと思います。 

何らかの機会にもし均等になるようなところがあったら各地区にそういうものを示し

ていただけたらもっとやりやすいかもしれません。でもそれは循環型としてとても大事

なことだと思っています。ぜひ、なし遂げてもらいたい、そういうものだと思ってます

ので、よろしくお願いいたします。 

さて、一番先に町長に答えていただいたことなんですが、地域づくりにどのように関
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与していくかということなんですが、この地域づくりの説明のときに町長も同行されて

地域の人たちとお話をされました。私はとてもいいなと思いました。ですから、関与し

ていくには何がいいかと私はそのとき直感的に思ったのですが、地域懇談会という話そ

のとき出たんですね。年に何回かやるという話なんですが、それを頻繁にやっていただ

いてですね、ぜひ町長にも各地区に行っていただいて、実際に住民の声をどんなことで

もいいので聞いていただけたらと、それも大きな関与で町長の意見なりまたは考えなり

というのがしみ通りやすいのかなというふうに思うんですね。 

例えば町長行く日となんか決めてもらってですね、各地域に、ああ、この日は来るん

だな、集まってみようかな。なんかそんなことを一月に１回でも二月に１回でもいいの

で何か決めていただくようなそういうことも関与してもらいたいなと思ってるんです

がいかがでしょうか、町長。 

 

◎町長(齋藤文英君) 

議長、町長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

齋藤町長。 

◎町長(齋藤文英君) 

まず地域づくり協議会につきましては、年 2 回開催することになってます。とりあえ

ず 3 月 9 月ということになってますが、たぶんこれはまだ決定でありませんので、それ

はずれあると思います。それについてはやっぱりできる限りというよりは全て出席した

いなと思っております。 

先ほど来出てますように、地域づくり協議会での地域づくりの核となります。コーデ

ィネーターの方も今までやってこられた方で非常にノウハウも知ってらるし現状も知

ってらるし、この方たちの力が一番私は大事だと思います。 

ただ、その中で先ほど来出てますように、今回こういう形になったのは、会計年度任

用職員となったのは、ご承知のように、繰り返しになりますけれども、ニボが解散する

ことによって制度的にこういう方法しかなかったということがあります。 

そしてもう一つ、やっぱり地域づくりの中でやってきて町の関与が必要だと思うのは、

町職員にとっても地域に入ることが大事だと思ってます。それが先ほど来の窓口対応に

も通じると思いますけれども、昔公民館のころは職員が主事という形で入ってました。 

そうすると地域のこともわかって、帰ってきてからもいろんな対応ができた。今回町

職員を 2 人配置するということに関しましても、これ、指導監督という文字出てますけ

れども、これちょっと感覚が違うんです。やっぱりどっちかというフォロー。そういう

意味では地域づくりの中でいろんな課題が出てきます。その場合は、今までであれば窓

口は一つであったんですけれども、職員が対応することによって職員自体が町のすべて

の課を網羅するような形で対応できますし、先ほど来言ってますように、班長会による

地域づくり推進会議も設置します。 

その中でいろんな情報を共有しますし、職員がそういう形で積極的に意見として、課
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題解決に対する意見として地域コーディネーターのフォローができるような体制をと

っていくのが、私は最高だと思ってますし、今回はそういう意味でははじめての制度で

ありますので、1 年間いい形で運用していきたいと思います。 

ニボについても会計年度での任用職員だから会計年度だけってなりますけれども、こ

れは制度的なもので、次に年度が変わる場合、これ当然本人の評価もありますので、地

域づくり協議会の会長さんなりその地域の方と意見調整しながら次のステップに入っ

ていきますので、当然その部分に対しては安心してとはいえないですけれども、それに

つながっていくのは地域づくりだと思いますので、そういう点はご理解いただきたいと

思います｡ 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

今の町長の答弁いただいたのでだいぶすっきりしました。ありがとうございます。ぜ

ひそういう形でお願いしたいと思います。 

第 2 についてなんですが、今の窓口対応についてということなんですが、インシデン

トの考え方なんですが、これを庁舎内でもこういうことは実際に捉えているかどうかま

ず具体的によろしくお願いします。 

 

◎総務課長(大島光昭君) 

議長、総務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

大島総務課長。 

◎総務課長(大島光昭君) 

これにつきましては、やっぱり課長会議ですね。こういった事象があったというよう

なことの報告は受けてます。課長会で実際にその場所で、たくさんの課長さんいらっし

ゃいますので、なかなかちょっと特殊な事例だというようなことで言いにくいというよ

うなことであれば、直接私なり副町長なりにその上司から実際くるということで、その

辺から把握していくと。その辺から事実関係を確認していくというようなことになって

いるというのが現状であります。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 
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インシデントということは日本ではよく航空の事故とかですね、電車、あとは医療関

係でもよく使われています。重大なところまでいく前のちょっとしたことなんですけれ

ども、それでもそれが積み重なっていくと大変なことを引き起こしてしまう。そういう

ニュアンスでよく使われます。 

一番大切だなと、私自身思っているのは、本人がそういうことになっても自分で気付

かないんですね。おそらく今答弁いただいた中でこのように実際に実行されていれば、

それですべてのものが共有されていれば繰り返し起こるということはないというふう

に思うんですが、なぜ繰り返されるのかもう一度お願いいたします。 

 

◎総務課長(大島光昭君) 

議長、総務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

大島総務課長。 

◎総務課長(大島光昭君) 

本当に先ほど来ですね、横山議員のときもそうなんですが、貴重な本当に一般質問の

時間、50 分の時間にこういった職員の問題をですね、やっぱりしなければならないとい

うようなことは私も副町長も、町長も含めてですが、本当にこれは重大なことであると

いうようなふうにやっぱり認識しなければならないというようなふうに改めてもう一

回ここで確認をするところであります。 

実際にはですね、その辺は人事評価の制度ありますので、その辺で組織だてて、前に

も私申し上げたときもあったかと思うんですが、課、班、係、そういったものをもう一

回見なさなければならないのでないかというようなところまで実際には話が進んだん

ですけれども、そこまでは具体的にじゃ、しからばどうするんだというようなところま

では話はいってませんが、その辺も含めた中で職員の再発防止というようなことで、そ

ういった制度的なものだけでいいのかというようなことで、組織だててやっぱりもう一

回これ見直さなければならないというようなことですが、明確なこの方向性というのは

まだこれは出てこないというのが正直なところであります。 

 

◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

ヒューマンエラーはやっぱりなくなりません。必ず起きます。起きますが、その度合

いを小さくするためには今まで皆さんがもしそういうふうなことが起きたらそのこと

をデータとして残しておいて、必ず確認することが絶対必要だと思います。 

どんなことでもやはりそうなんですが、間違いやっぱり起きます。それを起きたとき

すぐ発見できる。で、今一番私は問題だと思ってるのは、この上司または本人がそのイ
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ンシデントだということが自覚できていないというのが一番問題だと思ってるんです。 

どこまでがインシデントなのかな、それは今までも議論の中でも出ていたんですが、

町民からすると、ああ、こんなふうに言われてしまった。もう役場に行くのはいやだ。

もう行きたくないとやっぱり思うんです。 

ですけど、言った本人はそういうことを、いじめみたいなことになっちゃう。どっち

が加害者か、そういうのあるんですけれども、気付かないんですよ、やっぱり。そうい

うのをもう一度この坂下町としてはどういう問題が今まで起きていたのかということ

をまとめていかないと、まとめていくとまた別な道がきっと見えると思います。 

ひょっとしたら確認不足だったり思い込みだったというの非常に多いわけなんですけ

れども業務量が偏っていたりですね、そういう要因も考えられます。 

また、ひょっとしらたなぜか同じ人だけ出てる。でも出ない人もいるんだ。何が違う

のかなっていうことを一人の個のせいにしないでそれをシステム的に吸い上げていっ

てカバーできるような、絶対そういう視点は必要だと思いますが、今の時点でどのよう

にお考えでしょうか。 

 

◎総務課長(大島光昭君) 

議長、総務課長。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

大島総務課長。 

◎総務課長(大島光昭君) 

職員についても今回のこの議会のイントラネットでこれ放映してますので、十分こう

いった渡部議員と私のやりとりなんかも承知してる職員もいるというようなふうに私

は認識してます。 

それで、先ほど来申し上げましたが、やはり人事評価制度というようなことで、ただ、

職員を評価するというようなことだけではなくて、その班としての班長さんが評価する

場合には、そこで職員とのいわゆるコミュニケーションがある。だから職員を評価する

制度だけでないんですよというような、私もここで何回か申し上げたかもしれませんが、

そこでやっぱり職員のスキルを上げたり、職員の悩み事を聞いたり、職員の職場環境を

改めたりしていくというようなのが私は基本かなというようなことで今思っています

が、ただ実際にですね、今渡部議員がおっしゃるような窓口対応の不快要望を与えたよ

うな職員がいるというようなことであれば、再度もう一回ですね、そういったそこにだ

け特化したような部分でも対応はしていかなければならないのかなというようなふう

に思ってます。 

やっぱり接遇というようなことで、研修というようなことで研修いつも決まり言葉の

ように申し上げるというようなことでありますけれども、もう一回原点に返ってその辺

は対応していきたいというようなふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 
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◎4 番(渡部正司君） 

議長、4 番。 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

4 番、渡部正司君。 

◎4 番(渡部正司君） 

素晴しい役場の皆さんと、それから素晴しい地域づくりがなりますようにお祈りして

質問を終わります。ありがとうございました。 

 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

これをもって、渡部正司君の一般質問を終結いたします。 

以上をもって、本日の一般質問を終わります。 

明日 26 日は、午前 10 時より本会議を開き､一般質問を続行いたします。 

26 日の議事日程は当日配付をいたします。 

 

◎散会の宣告 

◎副議長（猪俣恒雄君） 

本日はこれをもって散会いたします。 

ご苦労さまでした。                （散会  午後 3 時 36 分） 
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